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目

次

す
る
。令

和
六
年
八
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
七
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第

百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改

め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
六
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
「
建
築
物
」
の
下
に
「
（
木

造
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
地
階
を
除
く
三
以
上
の

階
数
を
有
す
る
」
を
「
一
の
建
築
物
に
お
け
る
新
築
、
増
築
又
は
改

築
に
係
る
部
分
の
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
の
」
に
、
「
延
べ
面

積
」
を
「
当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
」
に
改
め
、
「
次
の
表
の
い

欄
に
掲
げ
る
建
築
材
料
の
種
類
ご
と
に
、
同
表
ろ
欄
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
書
類
は
、
」
の
下
に
「
別
記
第
二
十

二
号
様
式
の
三
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
地
階
を
除
く
三
以
上
の
階
数

を
有
す
る
建
築
物
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
に
あ
つ
て
は
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
三
、
地
階
を
除
く
三
以
上

の
階
数
を
有
す
る
建
築
物
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
に
あ
つ
て
は
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
四
」
を
「
一
の
建
築

物
に
お
け
る
新
築
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
地
階
を
除
く
階

数
が
三
以
上
の
建
築
物
に
限
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次

の
表
一
及
び
表
二
の
い
欄
に
掲
げ
る
建
築
材
料
及
び
工
事
の
種
類
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
表
一
及
び
表
二
の
ろ
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
」

規
　
　
　
則

○
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…	

一

告
　
　
　
示

○
平
成
十
四
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
四
号
（
東
京
都
建

　

築
基
準
法
施
行
細
則
に
よ
る
建
築
工
事
施
工
計
画
等
に
添

　

付
す
る
書
類
の
様
式
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…	

三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
五

規
　
　
　
程
（
交
）

○
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す

　

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
六

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…	

一
六

規
　
　
　
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
」

に
改
め
、
「
次
の
表
一
及
び
表
二
の
い
欄
に
掲
げ
る
建
築
材
料
及
び

工
事
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
表
一
及
び
表
二
の
ろ
欄
に
掲
げ
る

事
項
に
係
る
」
を
削
り
、
同
項
の
表
一
及
び
表
二
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
2
2
号
様
式
の

3
(第

1
5条
の
4関
係

) 

建
築
工
事
施
工
結
果
報
告
書

 
(
中
間
・
完
了

) 

 
  
下
記
の
と
お
り
建
築
工
事
施
工
結
果
を
報
告
し
ま
す
。
 

 
こ
の
報
告
書
及
び
添
付
図
書
に
記
載
の
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
  

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 

代
表
と
な
る
工
事
監
理
者
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話

 
 

 
(
 
 

 
 
)
 
 

 
 
 
 

 
会
社
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
 

)級
建
築
士
事
務
所
(
 
 
 
)
登
録
第

(
 

 
 
)号

 

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
 
)級

建
築
士
(
 

 
 

)登
録
第
(
 

 
 
)号

  

工
事
施
工
者

 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
 
 

 
(
 
 

 
 
)
 
 

 
 
 

 
会
社
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建
設
業
の
許
可
 
大
臣
・
知
事
 
第

(
 
 

 
)号

 

 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

)  

品
質
窓
口
責
任
者
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
 

 
 
(
 

 
 

 
)
 

 
 

 
 

 
 

 
下
記
の
建
築
工
事
施
工
結
果
に
つ
い
て
は
、
工
事
監
理
者
よ
り
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

 

 

建
築
主
 
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話

 
 

 
(
 
 

 
 
)
 
 

 
 
 

 
会
社
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

)  

記
 

 
 

(
1
)
 
建
築
工
事
施
工
計
画
報
告
書
受
付
年
月
日
及
び
番
号
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 
 
第
 
 
 
 
号
 

(
2
)
 

工事現場 

 
名
称
 

 
 

 
 
工
区
 

棟
 
 
工
事
の
種
類
 

新
築
・
増
築
・
改
築
 

 
所
在
地
 

 

(
3
)
 
構
造
設
計
者

 
氏
名

 
 
 

所
属
会
社

 
 

 
電
話

 
 
 
(

 
 
 
 
 
  
 )

 
 
  
 
 
 
 
  

(
4
)
 
現
場
代
理
人
(
所
長
) 
氏
名

 
 
 

現
場
事
務
所
 
 

 
電
話

 
 
 
(

 
 
 
 
 
  
 )

 
 
  
 
 
 
 
  

(
5
)
 
階
数

 
地
上
 
 
階
・
地
下

 
 
階
 
塔
屋
 
階
 

(
6
)
建
築
面
積
 

 
m
2 

(
7
)
延
べ
面
積
 

 
m
2 

(
8
)
 
構
造
 
木
造
・
S
造
・
R
C
造
・

W
R
C造
・

S
R
C
造
・
混
構
造
(
 
 
 
 
造
＋

 
 
 
 
造
)
・
そ
の
他
(
 
 
 
 
 
) 

(
9
)
 
高
さ

 
軒
高

 
 
 
 
 

m 
最
高
 
 
 
 
 

m 
(
1
0
)
確
認
済
証
交
付
機
関
 

 
 

(
1
1
) 確
認
・
計
画
通
知
、
年
月
日
及
び
番
号
 
 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

(
1
2
) 計

画
変
更
年
月
日
及
び
番
号

 
 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

(
1
3
) 構
造
計
算
の
方
法
 
(
X
)
 
ル
ー
ト
(
 
 
 

)
 、

(
Y
)
 
ル
ー
ト
(
 
 
 

)
、
そ
の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

(
1
4
) 

 
 

※
受
付
欄
 

計画変更以降の軽微な 

変更（構造関係規定） 

 
 

(
注
意
) 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)
 

第
2
1
号
様
式
の

3
(第

1
4条
関
係
) 

建
築
工
事
施
工
計
画
報
告
書

 

 
  
建
築
基
準
法
第

12
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
建
築
工
事
施
工
計
画
を
報
告
し
ま
す
。
 

 
こ
の
報
告
書
及
び
添
付
図
書
に
記
載
の
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 

代
表
と
な
る
工
事
監
理
者
 
 住

 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  電
話

 
 
 

(
 
 
 

)
 
 
 

 

 
会
社
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(
 
)
級
建
築
士
事
務
所

(
 
 
)
登
録
第
(
 
 
 
 
)号

 

 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(
 
)
級
建
築
士
(
 
 
)
登
録
第
(
 
 
 
 
)号

 

 

工
事
施
工
者

 
 住

 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 電
話

 
 
 

(
 
 
 

)
 
 
 

 

 
 

会
社
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
建
設
業
の
許
可
 
大
臣
・
知
事

 
 
第
(
 
 
 
 )
号
 

 
 

氏
 
名

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

) 

 
品
質
窓
口
責
任
者
氏
名

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
  

電
話

 
 
 

(
 
 
 

)

 
 
 

 

記
 

 
 

(
1
)
 

工事現場 

 
名
称
 

 
 

 
 
工
区
 

棟
 
工
事
の
種
類
 

新
築
・
増
築
・
改
築
 

 
所
在
地
 

 
 

(
2
)
 
構
造
設
計
者

 
氏
名
 

 
 

所
属
会
社
 

 
 

電
話
 

 
 
(

 
 
 
 
 
  
 )

 
 
  
 
 
 
 
  

(
3
)
 
現
場
代
理
人

(
所
長
) 
氏
名
 

 
 

現
場
事
務
所
 

 
 

電
話
 

 
 
(

 
 
 
 
 
  
 )

 
 
  
 
 
 
 
  

(
4
)
 
階
数
 
地
上

 
 
階
・
地
下

 
 
階
 
塔
屋

 
階
 

(
5
)
建
築
面
積
 

 
m
2 

(
6
)
延
べ
面
積
 

 
m
2 

(
7
)
 
構
造
 
木
造
・

S
造
・
R
C
造
・

W
R
C造
・
S
R
C
造
・
混
構
造
(
 
 
 
 
造
＋

 
 
 
 
造

)
・
そ
の
他
(
 
 
 
 
 
) 

(
8
)
 
高
さ
 
軒
高

 
 
 
 
 

m 
最
高
 
 
 
 
 

m 
(
9
)
確
認
済
証
交
付
機
関
 

 
 

(
1
0
) 確
認
・
計
画
通
知
、
年
月
日
及
び
番
号

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

(
1
1
) 
計

 
画

 
変

 更
 
年

 月
 
日

 及
 
び

 
番

 号
 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

(
1
2
) 構
造
計
算
の
方
法
 

(
X
)
 
ル
ー
ト
(
 
 
 

)
 、

(
Y
)
 
ル
ー
ト
(
 
 
 

)
、
そ
の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

(
1
3
) 

R
C
造
・

W
R
C造

 
階
か
ら

 
 
階
ま
で
 
(14) 

P
C
a
・
HP
C
a 

 

構造（階ごと） 

S
R
C
造
 

階
か
ら

 
 
階
ま
で
 
使用部位 

P
C
 

 

S
造

 
階
か
ら

 
 
階
ま
で
 

C
F
T
 

 

 
階
か
ら

 
 
階
ま
で
 

 
 

(
1
5
) 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

 
※
受
付
欄
 

認定材料 

鋼
材

等
 

 

 
免
震
・
制
振
部
材

 
 

そ
の

他
 

 

(
注
意
) 1

 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
  

2
 
代
表
と
な
る
工
事
監
理
者
及
び
工
事
施
工
者
は
、
本
報
告
書
の
記
載
内
容
と
確
認
済
証
及
び
設
計
図
書
等
が
整
合

し
て
い
る
か
十
分
確
認
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)
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す
る
書
類

請
書
に
添
付
す
る

書
類

㈠

鉄
筋
工
事
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト

工
事

様
式
一

様
式
四

㈡

鉄
骨
工
事

様
式
二

様
式
五

㈢

木
工
事

様
式
六

様
式
一
か
ら
様
式
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
22号

様
式
の
４

　

削
除

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
書
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
報

告
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
建

築
基
準
法
施
行
細
則
の
書
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
八
号

平
成
十
四
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
四
号
（
東
京
都
建
築
基
準

法
施
行
細
則
に
よ
る
建
築
工
事
施
工
計
画
等
に
添
付
す
る
書
類
の
様

式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
八
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

本
則
中
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
」
に

改
め
、
本
則
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一	　

建
築
工
事
施
工
計
画
報
告
書
に
添
付
す
る
書
類
は
、
次
の
表

の
い
欄
に
掲
げ
る
工
事
の
内
容
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
ろ
欄

に
掲
げ
る
様
式

二	　

完
了
検
査
申
請
書
又
は
中
間
検
査
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類

は
、
様
式
三
及
び
次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
工
事
の
内
容
ご
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
は
欄
に
掲
げ
る
様
式

本
則
に
次
の
表
を
加
え
る
。

い

ろ

は

工
事
の
内
容

建
築
工
事
施
工
計

画
報
告
書
に
添
付

完
了
検
査
申
請
書

又
は
中
間
検
査
申
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そ
の

２
 

 
 

 

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
場

名
※

1 
 

 

J
I
S
認

証
番

号
 

 
認

証
品

目
 

 
運

搬
時

間
 

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
設

計
及

び
仕

様
に

よ
る

条
件
 

番
号
 

打
込

箇
所

 
※

2 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
種

類
１
 

設
計

基
準

強
度

(
N
/
m
m
2) 

強
度

管
理

材
齢

(
日

) 
セ

メ
ン

ト
の

種
類

 

打
設

期
間

 
品

質
基

準
強

度
(N

/m
m
2) 

養
生

方
法

 
ス

ラ
ン

プ
 

ス
ラ

ン
プ

フ
ロ

ー
(
c
m
) 

枝
番
 

※
3 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
種

類
２
 

適
用

期
間

 
呼

び
強

度
(調

合
管

理
強

度
) 

判
定

基
準

強
度

(
N
/
m
m
2)※

4 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
温

度
(
℃

)※
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
注

意
) 

1
 

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
場

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
工

場
ご

と
に

作
成

す
る

。
 

 
 

 
 

 
2
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
使

用
骨

材
に

よ
る

種
類

を
記

入
す

る
。

 

 
 

 
 

 
3
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
使

用
材

料
・

施
工

条
件

・
要

求
性

能
な

ど
に

よ
る

種
類

(
通

常
、

寒
中

、
暑

中
、

軽
量

、
流

動
化

、
高

流
動

、
高

強

度
、

マ
ス

コ
ン

、
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

、
水

中
、

水
密

)
を

記
入

す
る

。
 

 
 

 
 

 
4
 

高
強

度
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

は
、

Fc
＋

mS
nの

そ
れ

ぞ
れ

の
項

の
値

を
( 

)内
に

別
途

記
入

す
る

。
 

 
 

 
 

 
5
 

高
強

度
・

マ
ス

コ
ン

・
暑

中
・

寒
中

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

必
ず

記
入

す
る

。
 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 

様
式

１
 

 
そ

の
１

 

鉄
筋

工
事

及
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

施
工

計
画

報
告

書
 

 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
使

用
材

料
及

び
施

工
 

 

基
礎

の
種

類
 

□
直

接
基
礎
 

｛
 

□
ベ
タ

基
礎
 

 
□
布

基
礎
 

 
□
独

立
基
礎

 
｝
 

□
く

い
基
礎
 

｛
 

□
場
所

打
ち
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
杭
 

 
□
既

製
杭
（

PHC杭
、

S
C杭

、
鋼

管
杭
、

そ
の
他

（
 
 

 
）
）

 
｝
 

コンクリート確認項目 

施 工 

使
用

工
法
 
 

 
基

準
 

□
J
A
S
S
5
( 

 
 

 
年

版
)
□

そ
の

他
( 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

 

使
用

部
位
 

杭
 

基
礎

 
階

～
 

階
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

 

設
計

基
準

強
度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

打
設

方
法
 

 
 

 
 

 
 

 

使
用

工
法
 
 

 
軽

量
( 

)
種
 

モ
ル

タ
ル

 
グ

ラ
ウ

ト
 

使
用

部
位
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

階
～

 
階
 

 
 

 
 

 

設
計

基
準

強
度
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

打
設

方
法
 
 

 
 

 
 

 
 

 

試験・検査計画 

品
質

管
理

責
任

者
 

氏
名

 
工

事
監

理
者

 

又
は

係
員

氏
名

 

 

常
駐

 

非
常

駐
 

 

検
査

担
当

者
(
工

事
施

工
者

) 
氏

名
 

検査項目 

打
込

前
 

□
試

練
 

□
散

水
 

□
配

筋
 

□
か

ぶ
り

厚
さ

 
 

 

 
常

・
非

 

打
込

中
 

□
テ

ス
ト

ピ
ー

ス
採

取
 

□
打

込
速

度
・

順
序

 
□

締
固

め
 

 
 

 
常

・
非

 

打
込

後
 

□
養

生
方

法
 

□
養

生
温

度
 

□
打

込
欠

陥
 

 
 

 
常

・
非

 

エ
ア

・
ス

ラ
ン

プ
試

験
等

の
代

行
業

者
名
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録

番
号

 
採

 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

 

供
試

体
の

養
生

場
所

・
管

理
者
 
 

 

構
造

体
コ

ン
ク

リ
ー

ト
試

験
機

関
名
 
F
c
3
6
N
/
m
m
2 

以
下

の
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
都

登
録

第
 

 
 

 
 

 
 

 
号

 

F
c
3
6
N
/
m
m
2 

超
の

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
都

登
録

第
 

 
 

 
 

 
 

 
号

 

鉄
筋

使
用

材
料

及
び

施
工

 

使
 

用
 

鉄
 

筋
 

種
別
 

S
D
2
9
5
 

S
D
3
4
5
 

S
D
3
9
0
 

S
D
4
9
0
 

そ
の

他
(
 

 
 

 
) 

 

使
用

径
 

D
 

 
 

～
D 

D
 

 
 

～
D
 

D
 

 
 

～
D
 

D
 

 
 

～
D
 

D
 

 
 

～
 

鉄筋確認項目 

施工 

継
手

種
類

 
圧

接
継

手
 

機
械

式
継

手
 

溶
接

継
手

 
重

ね
継

手
(
そ

の
他

) 
 

使
用

箇
所

 
 

 
 

 

継
手

工
法

名
(

溶
接

材
料

) 
 

 
 

 

継
手

施
工

会
社

(
優

良
圧

接
業

者
) 

 
 

 
 

 
 

A
級

 
そ

の
他

 
S
A，

A
級
 

そ
の

他
 

A
級

 
そ

の
他
 

 
 

技
量

確
認

・
施

工
前

試
験

 
 

 
 

 
 

 
 

冷
間

直
角

カ
ッ

タ
ー

の
使

用
 

 
 

 
 

 
 

 

試験・検査計画 

外
観

検
査

(
％

) 
 

 
 

 
 

 
 

引
張

試
験

 
(
箇

所
／

ロ
ッ

ト
) 

 
 

 
 

 
 

 

超
音

波
探

傷
・

測
定

検
査

 

(
箇

所
／

ロ
ッ

ト
又

は
％

) 
 

 
 

 
 

 
 

引
張

試
験

併
用

 
 

 
 

 
 

 
 

 

引
張

試
験

機
関

名
 

都
登

録
 

 
第

 
 

 
 

 
 

号
 
 

非
破

壊
検

査
機

関
名
 

都
登

録
 

 
第

 
 

 
 

 
 

号
 

検
査

者
 

 
 

 
 

 
資

格
 

外
観

検
査

実
施

者
 

工
事

監
理

者
・

工
事

施
工

者
／

検
査

機
関

 
 

 
 

 
 

 
都

登
録

 
 

第
 

 
 

 
 

 
号
 

検
査

者
 

 
 

 
 

 
資

格
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

 

重
 

点
 

管
 

理
 

項
 

目
 

 

 
 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 
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そ
の

３
 

 
 

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

試
験

計
画

及
び

鉄
筋

試
験

・
検

査
計

画
一

覧
 

 

番
号
 

打
込

箇
所
 

打
込

期
間
 

( 
年

 
月

 
日

) 

コ
ン

ク
リ
ー
ト

圧
縮

強
度
 

試
験

回
数
 
※

6 
番

号
 

鉄
筋

接
合
 

箇
所
 

(継
手

種
類

) 

継
手

予
定
 

( 
年

 
月

 
日

) 

鉄
筋

引
張
 

試
験

回
数
※
8
 

超
音

波
探
傷
・

測
定

検
査
 

(箇
所

/
ロ

ッ
ト

又
は

％
) 

枝
番
 

打
込

予
定
数
量
 

(
m
3) 

う
ち

防
災
セ
ン

タ
ー
 

試
験

回
数
※
7
 

枝
番
 

継
手

予
定
数
量
 

う
ち

防
災
セ
ン

タ
ー
 

試
験

回
数
 

引
張

試
験

併
用

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

打
込

予
定
数
量
 

コ
ン

ク
リ
ー
ト

圧
縮

強

度
試

験
回
数
 

合
 

計
 

継
手

予
定
数
量
 

鉄
筋

引
張
試
験
 

回
数
 

超
音

波
探
傷
・

測
定
 

検
査
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

う
ち

防
災
セ
ン

タ
ー

試
験

回
数
 

う
ち

防
災
セ
ン

タ
ー
 

試
験

回
数
 

引
張

試
験

併
用

 

 
 

 
 

 

供
試

体
試

験
 

１
回

の
試
験
の

う
ち
 

(告
示

第
1
10

2号
) 

2
8日

 
 
 

本
 

 
日

 
 
 

本
 

 
日

 
 
 

本
 

支
柱

早
期
除
去

用
 

部
位

(梁
下

・
床

下
) 

日
 

 
本
 

P
S導

入
用
 

日
 

 
 
本
 

 
(注

意
) 

1
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
試

験
回

数
は

、
打

込
工

区
ご

と
、

打
込

日
ご

と
、

か
つ

1
5
0
m
3(
高

強
度

は
J
A
S
S
5
-
2
0
0
3
，

2
0
0
9
，

2
0
1
5
及

び
2
0
1
8
は

3
00
m
3に

 

１
回

で
適
当
な

間
隔

を
お
い

た
3台

の
ト

ラ
ッ

ク
ア

ジ
テ
ー

タ
か
ら

１
台
に

つ
き

３
個

ず
つ

計
９
個

以
上

)又
は

そ
の
端

数
ご

と
に

１
回
以

上
と
す

る
。
 

2 
防

災
セ

ン
タ

ー
と
は

、
(
公

財
)東

京
都

防
災
・

建
築
ま

ち
づ
く

り
セ
ン

タ
ー

の
こ

と
を

い
う
。
 

3 
１

ロ
ッ

ト
は

、
１
組

の
作
業

班
が
１

日
に

行
っ

た
圧
接

箇
所
と

す
る
。

な
お

、
圧

接
箇

所
数
が

200
を

超
え

る
と
き

は
、

20
0ご

と
及

び
そ

の
端
数

ご
と
を

 

１
検

査
ロ
ッ
ト

と
す

る
。
 

 
(日

本
産

業
規

格
A
列

4番
)
 

様
式

２
 

 
そ

の
１

 

鉄
骨

工
事

施
工

計
画

報
告

書
 

 
工

事
名

称
 

 
建

築
工

事
施

工
 

計
画

報
告

書
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

第
 

 
 

 
号

 
 

鉄骨加工工場 

名
称

 
 

所
在

地
 

 
代

表
者

氏
名
 

 

大
臣

認
定

 
認

定
番

号
 

 
グ

レ
ー

ド
 

 
認

定
年

月
日
 

有
効

期
限

 
 

使用鋼材 

鋼
材

種
別
 

(
最

大
板

厚
) 

(
m
m
) 

柱
 

梁
 

そ
の

他
 

S
S 

 
 

 
 

 
 

( 
 

)
 

S
N 

 
 

 
 

 
 

( 
 

)
 

S
T
K
R 

 
 

 
 

 
( 

 
)
 

そ
の

他
 

(
 

 
)
 
( 

 
)
 

S
S 

 
 

 
 

 
 

( 
 

)
 

S
N 

 
 

 
 

 
 

( 
 

)
 

そ
の

他
 

(
 

 
)
 
( 

 
)
 

ダ
イ

ア
フ

ラ
ム

 

(
 

 
) 

ベ
ー

ス
プ

レ
ー

ト
 

(
 

 
)  

 

接合部の概要 

主要部材形状 

柱
 

□
 
鋼

管
（

角
形

、
円

形
）
 

□
 
Ｈ

形
鋼

 

□
 
そ

の
他

（
 

 
 

 
）
 

柱梁の接合方式 

□
 
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

タ
イ

プ
 

□
 
ノ

ン
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

タ
イ

プ
 

柱脚形式 

□
 
埋

込
柱

脚
 

□
 
根

巻
き

柱
脚

 

□
 
露

出
柱

脚
 

□
 
通

し
ダ

イ
ア

フ
ラ

ム
 

□
 
柱

通
し

（
内

・
外

ダ
イ

ア
フ

ラ
ム

）
 

□
 
梁

通
し

 

□
 
そ

の
他

（
大

臣
認

定
等

 
 

 
 

 
）

 
梁

 
□

 
Ｈ

形
鋼

 

□
 
そ

の
他

 

部
位

別
 

接
合

方
法

 

部
位

 
鋼

材
 

接
合

方
法

 

柱
－

柱
 

（
 
  

 
）

－
（

 
 

  
）

 

（
 
  

 
）

－
（

 
 

  
）

 

□
 
溶

接
接

合
（

□
 工

場
 

□
 
現

場
）

 

□
 
高

力
ボ

ル
ト

接
合

（
□

 摩
擦

 
□

 
引

張
）

 

柱
－

梁
 

（
 
  

 
）

－
（

 
 

  
）

 

（
 
  

 
）

－
（

 
 

  
）

 

□
 
溶

接
接

合
（

□
 工

場
 

□
 
現

場
）

 

□
 
高

力
ボ

ル
ト

接
合

（
□

 摩
擦

 
□

 
引

張
）

 

梁
－

梁
 

（
 
  

 
）

－
（

 
 

  
）

 

（
 
  

 
）

－
（

 
 

  
）

 

□
 
溶

接
接

合
（

□
 工

場
 

□
 
現

場
）

 

□
 
高

力
ボ

ル
ト

接
合

（
□

 摩
擦

 
□

 
引

張
）

 

 
 

 

 
（

注
意

）
1
 

工
事

監
理

者
及

び
工

事
施

工
者

は
、

本
報

告
書

の
記

載
内

容
が

設
計

図
書

等
と

整
合

し
て

い
る

か
十

分
確

認
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

2
 

鉄
骨

加
工

工
場

を
複

数
使

用
す

る
場

合
は

、
工

場
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

 

 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 
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そ
の

３
 

 
高

力
ボ

ル
ト

接
合

工
事

 
 

 
高

力
ボ

ル
ト

接
合

工
事

施
工

者
名

称
：

 
 

施
工

管
理

責
任

者
 

所
属

 
氏

名
 

資
格

 

高
力

ボ
ル

ト
の

タ
イ

プ
 

□
ト

ル
シ

ア
形

高
力

ボ
ル

ト
 

□
高

力
六

角
ボ

ル
ト

 
□

溶
融

亜
鉛

め
っ

き
高

力
ボ

ル
ト

 

□
そ

の
他

(
 

 
 

 
 

 
 

) 

高
力

ボ
ル

ト
認

定
番

号
 

 
J
I
S
 

B 
1
1
8
6 

 

接
合

方
法

 
□

摩
擦

接
合

 
 

□
引

張
接

合
 

□
摩

擦
接

合
 

 
□

引
張

接
合

 
□

摩
擦

接
合

 
 

□
引

張
接

合
 

摩
擦

係
数

 
0
.
45

( 
 

 
 

 
 

)
 

0
.
45

( 
 

 
 

 
 

)
 

0
.
40

( 
 

 
 

 
 

) 

摩
擦

面
の

表
面

処
理
 

母
材

(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

ス
プ

ラ
イ

ス
P
L
(
 

 
 

 
 

 
) 

フ
ィ

ラ
ー

P
L
(
 

 
 

 
 

 
 

) 

母
材

(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

ス
プ

ラ
イ

ス
P
L
(
 

 
 

 
 

 
) 

フ
ィ

ラ
ー

P
L
(
 

 
 

 
 

 
 

) 

母
材

(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

ス
プ

ラ
イ

ス
P
L
(
 

 
 

 
 

 
) 

フ
ィ

ラ
ー

P
L
(
 

 
 

 
 

 
 

) 

ボ
ル

ト
の

締
付

方
法
 

□
ト

ル
ク

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

法
 

□
ト

ル
ク

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

法
 

□
ナ

ッ
ト

回
転

法
 

□
ナ

ッ
ト

回
転

法
 

締
付

機
器

 
一

次
締

：
 

二
次

締
：

 

一
次

締
：

 

二
次

締
：

 

一
次

締
：

 

二
次

締
：

 

す
べ

り
係

数
試

験
 

（
リ

ン
酸

塩
処
理

摩
擦

面
）
 

□
有

 
1
 

試
験

体
：

□
標

準
試

験
片

 
 

 
 

 
□

工
事

現
場

継
手

に
準

ず
る

 
□

工
事

現
場

継
手

と
同

一
 

 
 

 
2
 

摩
擦

面
：

□
自

然
放

置
(
 

 
 

 
 

)
□

化
学

処
理

( 
 

 
 

 
) 

□
シ

ョ
ッ

ト
ブ

ラ
ス

ト
 

□
省

略
：

照
合

用
標

本
と

の
比

較
に

よ
る

目
視

確
認

 

軸
力

導
入

試
験

 

（
ト

ル
シ

ア
型

高
力

ボ
ル

ト
）

 
□

有
 

 
 

 
 

□
省

略
：
（

 
 

 
 

 
）

 

 
重

点
管

理
内

容
 

 
 

 
 

 

 
試

験
・

検
査

の
計

画
 

 

 

試
験

・
検

査
等

の
項

目
 

鉄骨加工業者 

工事施工者 

検査機関 

工事監理者 

試
験

・
検

査
等

の
項

目
 

鉄骨加工業者 

工事施工者 

検査機関 

工事監理者 

 

 

工場製作 

1
 

鉄
骨

加
工

工
場

の
決

定
 

 
 

 
 

工事現場施工 

1
 

工
事

現
場

施
工

計
画

書
 

 
 

 
 

 

2
 

製
作

要
領

書
 

 
 

 
 

2
 

建
方

検
査

 
 

 
 

 
 

3
 

工
作

図
 

 
 

 
 

3
 

高
力

ボ
ル

ト
の

検
査

 
 

4
 

仕
様

材
料

（
鋼

材
・

ボ
ル

ト
等

）
 

 
 

 
 

3
-
1 

摩
擦

接
合

面
検

査
 

 
 

 
 

 

5
 

現
寸

検
査

 
 

 
 

 
3
-
2 

軸
力

導
入

試
験

 
 

 
 

 
 

6
 

組
立

検
査

（
開

先
形

状
等

）
 

 
 

 
 

3
-
3 

締
付

け
後

検
査

 
 

 
 

 
 

7
 

寸
法

精
度

検
査

 
 

 
 

 
4
 

溶
接

部
の

検
査

 
 

8
 

溶
接

部
の

検
査

 
4
-
1 

外
観

検
査

 
 

 
 

 
 

8
-
1
 

外
観

検
査

 
 

 
 

 
4
-
2 

超
音

波
探

傷
検

査
 

 
 

 
 

 

8
-
2
 

超
音

波
探

傷
検

査
 

 
 

 
 

4
-
3 

内
質

検
査

 
※

 
 

 
 

 
 

8
-
3
 

内
質

検
査

 
※

 
 

 
 

 
5
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

 
 

 
 

 

9
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
主

検
査

(
○

) 
＝

 
鉄

骨
加

工
工

場
が

、
社

内
検

査
を

実
施

す
る

項
目

に
つ

い
て

○
印

を
つ

け
る

。
 

承
認

(
○

)
 

 
 

＝
 

工
事

施
工

者
・

工
事

監
理

者
が

鉄
骨

加
工

工
場

の
自

主
的

な
検

査
に

任
せ

、
事

後
報

告
を

一
括

し
て

行
え

ば
良

い
と

し
た

項
目

に
○

印
を

つ
け

る
。

 
立

会
い

(
□

)
 

 
＝

 
工

事
施

工
者

・
工

事
監

理
者

が
鉄

骨
加

工
工

場
の

自
主

的
な

検
査

に
任

せ
、

事
後

報
告

を
一

括
し

て
行

え
ば

良
い

と
し

た
上

で
、

確
認

の
た

め
に

一
部

サ
ン

プ
ル

の
立

会
検

査
を

行
う

項
目

に
□

印
を

つ
け

る
。

 
受

入
れ

検
査

(
△

)＝
 

工
事

施
工

者
・

工
事

監
理

者
が

、
自

ら
又

は
第

三
者

機
関

に
代

行
さ

せ
て

検
査

を
実

施
す

る
項

目
に

△
印

を
つ

け
る

。
 

※
 

高
さ

が
4
5
mを

超
え

る
建

築
物

で
溶

接
す

る
鋼

材
の

板
厚

が
2
5
m
m以

上
の

部
分

又
は

高
さ

が
4
5
m
以

下
の

建
築

物
で

溶
接

す
る

鋼
材

の
板

厚
が

4
0
m
mを

超
え

る
部

分
に

お
い

て
、

鉄
骨

造
等

の
工

事
に

関
す

る
東

京
都

取
扱

要
綱

に
よ

り
内

質
検

査
を

必
要

と
す

る
場

合
は

、
受

入
検

査
と

し

て
実

施
す

る
こ

と
。

 

  

 

 
(日

本
産

業
規

格
A
列

4番
)
 

 
そ

の
２

 

 
溶

 
接

 
工

 
事

 工
場

溶
接

（
完

全
溶

込
み

溶
接

部
）

 
工

事
現

場
溶

接
（

完
全

溶
込

み
溶

接
部

）
 

    

□
 

被
覆

ア
ー

ク
溶

接
 

□
 

ガ
ス

シ
ー

ル
ド

ア
ー

ク
溶

接
 

□
 

サ
ブ

マ
ー

ジ
ア

ー
ク

溶
接

 

□
 

そ
の

他
(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

) 

 

□
 

被
覆

ア
ー

ク
溶

接
 

□
 

ガ
ス

シ
ー

ル
ド

ア
ー

ク
溶

接
 

□
 

サ
ブ

マ
ー

ジ
ア

ー
ク

溶
接

 

□
 

そ
の

他
(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

) 

 

鋼
材

の
切

断
の

方
法

 
 

開
先

の
形

状
 

別
添

図
 

 
 

の
と

お
り

 
開

先
の

仕
上

方
法

 
 

エ
ン

ド
タ

ブ
の

種
類

と
 

主
な

使
用

部
位

 

□
 

鋼
製

タ
ブ

 
 

□
 

フ
ラ

ッ
ク

ス
タ

ブ
（

セ
ラ

ミ
ッ

ク
ス

 
フ

ラ
ッ

ク
ス

）
 

 

 
種

類
 

使
用

部
位

 
鋼

種
 

最
大

板
厚

 
種

別
 

溶
接

材
料

等
 

作
業

姿
勢

 

 

工場溶接 

完全溶込み 

 
 

 
 

m
m
 

 
 

F 
V 

H 
O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

すみ肉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

溶
接

管
理

技
術

者
 

所
属

 
氏

名
 

資
格

 

溶
接

検
査

責
任

者
 

所
属

 
氏

名
 

資
格

 

受入検査 

検
査

機
関

名
 

 
 

都
登

録
 

 
第

 
 

 
 

 
 

号
 

C
I
W
 

 
 

番
号

 

検
査

員
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
格

 

検
査

率
 

□
外

観
検

査
 

 
 

 
％

 
 

□
超

音
波

探
傷

検
査

 
 

 
％

 
 

 
□

内
質

検
査

 
 

 
％

 

検
査

内
容
 

 

種
類
 

使
用

部
位

 
鋼

種
 

最
大

板
厚

 
種

別
 

溶
接

材
料

等
 

作
業

姿
勢

 

工事現場溶接 

完全溶込み 

 
 

 
 

m
m
 

 
 

F 
V 

H 
O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

すみ肉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F 

V 
H 

O 

溶
接

管
理

技
術

者
 

所
属

 
氏

名
 

資
格

 

受入検査 

検
査

機
関

名
 

 
 

都
登

録
 

 
第

 
 

 
 

 
 

号
 

C
I
W
 

 
 

番
号

 

検
査

員
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
格

 

検
査

率
 

□
外

観
検

査
 

 
 

 
％

 
 

□
超

音
波

探
傷

検
査

 
 

 
％

 
 

 
□

内
質

検
査

 
 

 
％

 

検
査

内
容
 

 

重点管理内容 

 

 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 



7 令和6年8月5日（月曜日） （第18118号）東　京　都　公　報
様

式
３

 

 
 

 

工
事

監
理

状
況

報
告

書
 

 

工
事
監
理
者
 
 
 
資
格
番
号
：
 
 
 
級
建
築
士
 
第
 
 
 
 
 
号
 
 
氏
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

工
事
監
理
組
織
（
各
担
当
分
野
 
及
び
 
担
当
者
名
）
 

 工
事
監
理
に
関
す
る
重
点
項
目
 

 検
査
等
に
お
け
る
工
事
監
理
者
か
ら
の
主
な
指
示
・
指
摘
事
項
 
及
び
 
そ
れ
ら
の
対
応
方
法
 

 監
理
者
総
合
所
見
 

  

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 

様
式

４
 

 
そ

の
１

 

鉄
 筋

 工
 事

 
施
 工

 
結
 果

 報
 告

 
書
 

 

鉄
筋

継
手

の
試

験
・

検
査

結
果

報
告

 
 

平
1
2建

告
第

1
4
6
3号

（
令

第
7
3条

第
２

項
）

 
関

係
 

N
O. 

鉄
筋

継
手
の
部

位
 

工
法

名
 

継
手

の
 

施
工

業
者
名
 

鉄
筋

の
 

種
別
 

鉄
筋

の
径
 

試
験

・
 

検
査

方
法
 

試
験

・
検
査
機

関
名
 

(都
登

録
番

号
) 

試
験

・
検
査
 

期
間
 

不
適

格

箇
所

注
3 

合
否
 

判
定
 

 
地

中
梁

、
 階

柱
～

 階
梁
 

そ
の

他
（

  
   ）

 
 

 
S
D 

～
 
S
D
 

D
  

～
 
D
 
 

 
 

R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
地

中
梁

、
 階

柱
～

 階
梁
 

そ
の

他
（

  
   ）

 
 

 
S
D 

～
 
S
D
 

D
  

～
 
D
 
 

 
 

R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
地

中
梁

、
 階

柱
～

 階
梁
 

そ
の

他
（

  
   ）

 
 

 
S
D 

～
 
S
D
 

D
  

～
 
D
 
 

 
 

R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
地

中
梁

、
 階

柱
～

 階
梁
 

そ
の

他
（

  
   ）

 
 

 
S
D 

～
 
S
D
 

D
  

～
 
D
 
 

 
 

R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
地

中
梁

、
 階

柱
～

 階
梁
 

そ
の

他
（

  
   ）

 
 

 
S
D 

～
 
S
D
 

D
  

～
 
D
 
 

 
 

R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
地

中
梁

、
 階

柱
～

 階
梁
 

そ
の

他
（

  
   ）

 
 

 
S
D 

～
 
S
D
 

D
  

～
 
D
 
 

 
 

R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
. 

有
・

無
 
合

・
否
 

≪
不
適
格
箇
所
の
詳
細
≫
（
 不

適
格
と
判
断
さ
れ
た
 
NO
.、

部
位
、
内
容
、
対
応
方
法
と
そ
の
結
果
 
等
を
記
入
 ）

 

 

試
験

確
認

欄
 

（
合

 
計

）
 

継
手

箇
所

数
（

箇
所

）
 

試
験

回
数

（
回

）
 

(
公

財
)
東

京
都

防
災

・
建

築
ま

ち
づ

く
り

 

セ
ン

タ
ー

で
の

試
験

回
数

（
回

／
％

）
 

超
音

波
探

傷
・

測
定

検
査

 

(
箇

所
／

ロ
ッ

ト
又

は
％

) 

計
画

 
実

施
 

計
画

 
実

施
 

計
画

 
実

施
 

計
画

 
実

施
 

 
 

 
 

／
 

／
 

／
 

／
 

 
(注

意
)
 
1
 試

験
・

検
査

機
関

で
行

っ
た

結
果

を
対

象
と

し
て

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
 
 
 

 
2
 鉄

筋
継

手
の

部
位

、
工

法
（

圧
接

継
手

、
溶

接
継

手
、

機
械

式
継

手
）

及
び

試
験

・
検

査
方

法
ご

と
に

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
 
 
  

3
 不

適
格

箇
所

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

内
容

の
詳

細
を

≪
不

適
格

箇
所

の
詳

細
≫

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。
 

   
コ
 
ン

 ク
 
リ
 ー

 ト
 工

 事
 
施
 工

 結
 果

 報
 
告
 書

 

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
試

験
結

果
報

告
 

 

昭
5
6建

告
第

1
1
0
2号

（
令

第
7
4条

）
、

昭
4
6建

告
第

1
1
0
号

（
令

第
7
6
条

）
 関

係
 

N
O. 

打
込

み
箇
所
 

打
込

み
期
間

 
F
c 

(
N
/
㎟

)
 

F
q 

(
N
/
㎟
)
 

供
試

体
 

養
生

方
法
 

判
定

強
度

注
4 

(
令

第
7
4
条

)
 

判
定
強

度
注

5 

(
令

第
7
6
条

) 
試

験
機

関
名
 

(都
登

録
番

号
) 

試
験

期
間
 

不
適

格

箇
所

注
3 

合
否
 

判
定
 
 

 
杭
・
耐
圧
盤
・
地
中
梁
 

階
立
上
り
～
 階

床
 

R
 
.
 
.
  

～
 
R
 
.
 
.
 
 
 

 
 

 
 

 
R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
 
有

・
無
 
合

・
否
 
 

 
杭
・
耐
圧
盤
・
地
中
梁
 

階
立
上
り
～
 階

床
 

R
 
.
 
.
  

～
 
R
 
.
 
.
 
 
 

 
 

 
 

 
R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
杭
・
耐
圧
盤
・
地
中
梁
 

階
立
上
り
～
 階

床
 

R
 
.
 
.
  

～
 
R
 
.
 
.
 
 
 

 
 

 
 

 
R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
杭
・
耐
圧
盤
・
地
中
梁
 

階
立
上
り
～
 階

床
 

R
 
.
 
.
  

～
 
R
 
.
 
.
 
 
 

 
 

 
 

 
R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
杭
・
耐
圧
盤
・
地
中
梁
 

階
立
上
り
～
 階

床
 

R
 
.
 
.
  

～
 
R
 
.
 
.
 
 
 

 
 

 
 

 
R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
 
有

・
無
 
合

・
否
 

 
杭
・
耐
圧
盤
・
地
中
梁
 

階
立
上
り
～
 階

床
 

R
 
.
 
.
  

～
 
R
 
.
 
.
 
 
 

 
 

 
 

 
R
 
.
 
.
 
 
 

～
 
R
 
.
 
.
 
 
有

・
無
 
合

・
否
 

≪
不
適
格
箇
所
の
詳
細
≫
（
 不

適
格
と
判
断
さ
れ
た
 
NO
. 、

部
位
、
内
容
、
対
応
方
法
と
そ
の
結
果
 等

を
記
入
 
）
 

 

試
験

確
認

欄
 

（
合

 
計

）
 

打
込

容
積

（
㎥

）
 

試
験

回
数

（
回

）
 

(
公

財
)
東

京
都

防
災

・
建

築
ま

ち
づ

く
り

 

セ
ン

タ
ー

で
の

試
験

回
数

（
回

／
％

）
 

計
画
 

実
施
 

計
画
 

実
施
 

計
画
 

実
施
 

 
 

 
 

／
 

／
 

 
(注

意
)
 
1
 試

験
機

関
で

行
っ

た
結

果
を

対
象

と
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

2
 打

込
み

箇
所

ご
と

に
、

試
験

結
果

の
合

否
判

定
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
 

 
 
 
3
 不

適
格

箇
所

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

内
容

の
詳

細
を

≪
不

適
格

箇
所

の
詳

細
≫

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

4
 
判

定
強

度
(
令

第
7
4
条

)
 
構

造
体

コ
ン

ク
リ

ー
ト

(
現

場
水

中
養

生
、

現
場

封
か

ん
養

生
、

コ
ア

又
は

標
準

養
生

試
験

体
)の

判
定

基
準

強
度

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

5
 
判

定
強

度
(
令

第
7
6
条

) 
型

わ
く

及
び

支
柱

の
取

り
は

ず
し

確
認

用
(
現

場
水

中
養

生
又

は
現

場
封

か
ん

養
生

試
験

体
)の

判
定

基
準

強
度

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 



8令和6年8月5日（月曜日）（第18118号） 東　京　都　公　報
定

着
・

継
手

 
※

 
令

7
3 

e
)
 
主

筋
の

継
手

位
置

及
び

長
さ

の
確

認
(
参

考
：

J
A
S
S
5
「

柱
筋

の

継
手

の
位

置
及

び
定

着
」

等
)
 

f
)
 
柱

筋
出

隅
部

の
鉄

筋
端

部
の

フ
ッ

ク
確

認
 

 
 

 
 

 
※

 令
3
章

8節
 

g
)
 
打

増
し

の
大

き
さ

に
よ

る
配

筋
補

強
確

認
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
柱

・
梁

の
打

増
し

コ
ン

ク
リ

ー
ト

補
強

筋
」

等
) 

 
 

 
 

帯
筋

 
※
 
令

7
7 

h
)
 
鉄

筋
径

、
間

隔
、

本
数

(副
帯

筋
共

)及
び

形
状

の
確

認
(参

考
：

配
筋

指
針

「
帯

筋
、

副
帯

筋
の

一
般

形
状

」
等

)
 

 
 

 
 

※
 
令

7
7 

i
)
 
主

筋
絞

り
部

、
折

曲
げ

部
の

帯
筋

補
強

の
確

認
(
参

考
：

配
筋

指

針
「

柱
筋

の
絞

り
位

置
と

絞
り

方
」

等
)
 

 
 

 
 

※
 
令

7
7 

j
)
 
仕

口
部

分
の

帯
筋

の
配

置
確

認
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
帯

筋
の

配

筋
間

隔
に

つ
い

て
」

等
)
 

 
 

 
 

※
 
令

7
7 

k
)
 
第

１
帯

筋
と

柱
頭

の
拘

束
帯

筋
の

位
置

確
認

(
参

考
：

配
筋

指
針

「
帯

筋
の

配
筋

間
隔

に
つ

い
て

」
等

)
 

 
 

 
 

※
 
令

7
3 

令
7
7 

l
)
 
帯

筋
の

フ
ッ

ク
又

は
溶

接
の

形
状

、
結

束
の

確
認

(参
考

：
配

筋

指
針

「
帯

筋
の

一
般

形
状

」
等

) 
 
 

 
 

④はり 

は
り

主
筋

 
※
 
令

7
8 

a
)
 は

り
断

面
寸

法
、

は
り

主
筋

の
径

、
本

数
及

び
位

置
の

確
認

 
 
 

 
 

※
 
令

7
8 

b
)
 
中

吊
り

筋
の

間
隔

の
確

保
、

長
さ

確
認

(
参

考
：

J
A
S
S
5
「

鉄
筋

の
間

隔
・

あ
き

の
最

小
寸

法
」

及
び

配
筋

指
針

「
は

り
端

部
・

中

央
部

の
配

筋
」

等
)
 

 
 

 
 

定
着

・
継

手
 

※
 
令

7
3 

令
7
8 

c
)
 
は

り
筋

の
定

着
長

さ
、

位
置

確
認

(
参

考
：

J
A
S
S
5
「

は
り

筋
の

定
着

」
、

R
C
規

準
「

仕
口

へ
の

定
着

」
等

) 

 
 

 
 

※
 
令

7
3 

令
7
8 

d
)
 
重

ね
継

手
の

位
置

と
長

さ
確

認
(
参

考
：

J
A
S
S
5
「

梁
筋

の
継

手

の
位

置
」
「

鉄
筋

の
重

ね
継

手
の

長
さ

」
等

) 

 
 

 
 

※
 
令

7
3 

令
7
8 

e
)
 
は

り
筋

出
隅

部
の

鉄
筋

端
部

の
フ

ッ
ク

確
認

 
 
 

 
 

打
増

し
、

貫
通

孔
補

強
 

※
 
令

3
章

8節
 

f
)
 
打

増
し

の
補

強
方

法
が

適
切

か
、

貫
通

孔
の

位
置

及
び

補
強

の

確
認

(
評

定
品

の
仕

様
確

認
)
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
柱

・
梁

の
打

増
し

コ
ン

ク
リ

ー
ト

補
強

筋
」
「

は
り

の
貫

通
孔

補
強

」
等

) 

 
 

 
 

あ
ば

ら
筋

 
※
 
令

7
8 

g
)
 あ

ば
ら

筋
の

径
、

本
数

(
副

あ
ば

ら
筋

共
)と

ピ
ッ

チ
の

確
認

 
 
 

 
 

※
 
令

7
8 

h
)
 
あ

ば
ら

筋
の

フ
ッ

ク
形

状
、

結
束

の
確

認
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
あ

ば
ら

筋
の

形
状

」
等

)
 

 
 

 
 

片
持

ち
ば

り
 

※
 
令

7
3 

令
7
8 

i
)
 
片

持
ば

り
主

筋
の

定
着

、
あ

ば
ら

筋
位

置
確

認
(参

考
：

配
筋

指

針
「

片
持

ち
ば

り
の

配
筋

」
等

)
 

 
 

 
 

小
ば

り
 

※
 
令

7
3 

令
7
8 

j
)
 
小

ば
り

配
筋

の
位

置
と

定
着

確
認

(参
考

：
配

筋
指

針
「

小
ば

り

の
端

部
・

中
央

部
の

配
筋

」
「

定
着

」
等

) 
 
 

 
 

⑤スラブ 

ス
ラ

ブ
筋

 
※

 
令

7
7の

2 
a
)
 
ス

ラ
ブ

厚
さ

の
支

持
条

件
、

寸
法

、
鉄

筋
の

ピ
ッ

チ
と

径
の

確

認
 

 
 

 
 

※
 
令

7
7の

2 
b
)
 
主

筋
配

置
(
短

辺
・

長
辺

と
ベ

ン
ト

配
筋

)の
確

認
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
床

ス
ラ

ブ
」

等
)
 

 
 

 
 

定
着

、
重

ね
継

手
 

※
 
令

7
3 

令
7
7の

2 

c
)
 
定

着
と

長
さ

と
方

法
(
は

り
定

着
、

隣
接

ス
ラ

ブ
、

段
差

ス
ラ

ブ

定
着

) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

※
 
令

7
3 

令
7
7の

2 

d
)
 
片

持
ス

ラ
ブ

の
定

着
と

上
端

筋
位

置
確

保
(
先

端
壁

有
無

)
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
片

持
ス

ラ
ブ

」
等

)
 

 
 

 
 

 
 

※
 
令

7
3 

令
7
7の

2 

e
)
 
継

手
の

位
置

と
長

さ
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
床

ス
ラ

ブ
継

手
位

置
」

等
) 

 
 

 
 

補
強

筋
等

 
 

 
 

f
)
 
床

ス
ラ

ブ
の

出
入

隅
部

の
補

強
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
床

ス
ラ

ブ

に
関

す
る

そ
の

他
の

事
項

」
等

)
 

 
 

 
 

※
 
令

3
章

8節
 

g
)
 
開

口
部

補
強

配
筋

確
認

(参
考

：
R
C規

準
等

)
 

 
 

 
 

※
 
令

3
章

8節
 

h
)
 
階

段
部

配
筋

と
補

強
筋

確
認

(参
考

：
配

筋
指

針
「

階
段

」
等

) 
 
 

 
 

⑥壁 

壁
筋

 
※
 
令

7
8の

2 
a
)
 
壁

厚
、

鉄
筋

の
経

、
ピ

ッ
チ

、
位

置
(土

圧
壁

主
筋

・
階

段
受

け

筋
)
の

確
認

 

 
 

 
 

定
着

・
重

ね
継

手
 

※
 
令

7
3 

令
7
8の

2 

b
)
 
定

着
確

認
(
は

り
、

柱
、

ス
ラ

ブ
、

壁
定

着
)
(
参

考
：

J
A
S
S
5
及

び
配

筋
指

針
「

壁
筋

の
定

着
」

等
)
 

 
 

 
 

※
 
令

7
3 

令
7
8の

2 

c
)
 
重

ね
継

手
の

位
置

と
長

さ
の

確
認

(
参

考
：

J
A
S
S
5
及

び
配

筋
指

針
「

壁
筋

の
継

手
の

位
置

」
等

)
 

 
 

 
 

補
強

筋
等

 
※
 
令

7
8の

2 
d
)
 
開

口
補

強
配

筋
確

認
(参

考
：

配
筋

指
針

「
壁

開
口

補
強

」
等

)
 

 
 

 
 

※
 
令

3
章

8節
 

e
)
 
ス

リ
ッ

ト
(
完

全
、

部
分

)
の

位
置

、
形

状
及

び
配

筋
確

認
(
参

考
：

構
造

規
定

「
ス

リ
ッ

ト
の

配
置

及
び

詳
細

」
等

) 
 
 

 
 

⑦その他 

設
備

配
管

等
 

 
 
 

a
)
 設

備
配

管
(
CD
管

等
)の

配
置

確
認

 
 
 

 
 

ガ
ス

圧
接

継
手

 
※

 
令

7
3 

告
1
4
6
3 

b
)
 
圧

接
部

の
長

さ
及

び
膨

ら
み

の
直

径
、

圧
接

面
の

ず
れ

、
鉄

筋

中
心

軸
の

偏
心

量
の

確
認

 

 
 

 
 

※
 
令

7
3 

c
)
 
圧

接
部

の
検

査
(
引

張
試

験
、

超
音

波
探

傷
試

験
等

)
の

検
査

箇

所
、

検
査

率
、

合
格

率
等

の
確

認
(参

考
：

J
A
S
S
5「

ガ
ス

圧
接

継

手
」

等
)
 

 
 

 
 

特
殊

鉄
筋

継
手

 
 

 
 

d
)
 認

定
、

評
定

工
法

の
仕

様
及

び
継

手
性

能
の

確
認

 
 
 

 
 

そ
の

２
 

基
礎

・
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

部
分

等
の

確
認

項
目

 

 
 

 
 

確
認

項
目

 
確

認
内

容
 

欄
中

の
※

は
法

令
規

定
事

項
で

あ
る

重
要

確
認

項
目

を
示

す
。

 

工
事

施
工

者
 

工
事

監
理

者
 
 

 

確
認

方
法

注
 

確
認

方
法

注
 

①全体 

共
通

 
※

 
令

3
章

8節
 

a
)
 
柱

、
は

り
、

壁
、

ス
ラ

ブ
の

位
置

の
確

認
 

 
 

 
 

※
 
令

7
9 

b
)
 か

ぶ
り

厚
さ

の
確

保
 

 
 

 
 

※
 
法

3
7 

c
)
 鉄

筋
の

材
質

(
JI

S規
格

)
の

確
認

 
 
 

 
 

※
 
法

3
7 

d
)
 コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

材
質

(
JI

S規
格

)の
確

認
 

 
 

 
 

②地盤・基礎 

支
持

地
盤

 

(
試

験
ぐ

い
(
試

)

と
本

ぐ
い

(
本

)

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
記

載
す

る
。

)
 

※
 
令

3
8 

令
9
3 

告
1
1
1
3 

a
)
 
支

持
地

盤
の

位
置

、
種

類
、

地
耐

力
等

の
確

認
 

 
 

 
 

b
)
 
く

い
の

支
持

地
盤

の
位

置
、

種
類

の
確

認
(載

荷
試

験
を

含
む

)
 

試
 

本
 

試
 

本
 

く
い

、
地

盤
改

良
等

の
種

類
、

配
筋

等
(
試

験
ぐ

い
(
試

)
と

本
ぐ

い
(
本

)
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、

記
載

す
る

。
)
 

※
 
令

3
8 

令
7
3 

 告
1
3
4
7 

告
1
1
1
3 

c
)
 
場

所
打

ち
く

い
の

材
料

、
工

法
、

長
さ

、
径

、
位

置
、

く
い

頭

処
理

、
継

手
、

主
筋

径
・

数
、

か
ぶ

り
、

偏
心

に
よ

る
補

強
等

の

確
認

 

試
 

本
 

試
 

本
 

d
)
 
P
C
く

い
の

材
料

、
工

法
、

長
さ

、
径

、
位

置
、

く
い

頭
処

理
、

継
手

、
偏

心
に

よ
る

補
強

等
の

確
認

 

試
 

本
 

試
 

本
 

e
)
 
鋼

管
く

い
の

材
料

、
工

法
、

長
さ

、
径

、
位

置
、

く
い

頭
処

理
、

継
手

、
偏

心
に

よ
る

補
強

等
の

確
認

 

試
 

本
 

試
 

本
 

f
)
 
連

続
地

中
壁

の
材

料
、

工
法

、
長

さ
、

径
、

位
置

、
接

合
、

補

強
鋼

材
、

偏
心

に
よ

る
補

強
等

の
確

認
 

 
 

 
 

g
)
 
評

価
工

法
等

の
く

い
の

材
料

、
工

法
、

長
さ

、
径

、
位

置
、

く

い
頭

処
理

、
継

手
、

主
筋

径
・

数
、

か
ぶ

り
、

偏
心

に
よ

る
補

強

等
の

確
認

 

試
 

本
 

試
 

本
 

h
)
 
く

い
施

工
中

の
水

の
状

況
 

試
 

本
 

試
 

本
 

i
)
 
偏

心
の

状
況

(
施

工
誤

差
許

容
値

内
、

補
強

の
要

否
、

変
更

手
続

否
・

要
・

済
)
 

 
 

 
 

j
)
 
地

盤
改

良
の

材
料

、
工

法
、

径
、

長
さ

、
位

置
、

耐
力

等
の

確

認
 

 
 

 
 

k
)
 
地

盤
ア

ン
カ

ー
の

方
向

、
材

料
、

工
法

、
耐

力
等

の
確

認
 

 
 

 
 

l
)
 
フ

ー
チ

ン
グ

の
種

類
、

部
材

寸
法

、
主

筋
の

径
、

本
数

、
位

置
、

ピ
ッ

チ
、

定
着

等
の

確
認

(
参

考
：

配
筋

指
針

「
基

礎
」

等
)  

 
 

 
 

基
礎

の
種

類
、

配
筋

 

※
 
令

3
8 

令
7
3 

告
1
3
4
7 

m
)
 
べ

た
基

礎
の

種
類

、
部

材
寸

法
、

主
筋

の
径

、
本

数
、

位
置

、

ピ
ッ

チ
、

定
着

等
の

確
認

(
参

考
：

配
筋

指
針

「
基

礎
」

等
) 

 
 

 
 

n
)
 
連

続
基

礎
の

種
類

、
部

材
寸

法
、

主
筋

の
径

、
本

数
、

位
置

、

ピ
ッ

チ
、

定
着

等
の

確
認

(
参

考
：

配
筋

指
針

「
基

礎
」

等
) 

 
 

 
 

o
)
 
独

立
基

礎
の

種
類

、
部

材
寸

法
、

主
筋

の
径

、
本

数
、

位
置

、

ピ
ッ

チ
、

定
着

等
の

確
認

(
参

考
：

配
筋

指
針

「
基

礎
」

等
)  

 
 

 
 

地
中

ば
り

 
※

 
令

3
8 

令
7
3 

令
7
8 

告
1
3
4
7 

p
)
 
地

中
ば

り
の

断
面

寸
法

、
主

筋
径

、
本

数
、

位
置

、
定

着
方

法
、

継
手

(位
置

、
長

さ
)
、

あ
ば

ら
筋

の
位

置
、

径
、

間
隔

、
形

状
、

偏
心

に
よ

る
補

強
、

貫
通

孔
の

位
置

及
び

補
強

(
評

定
品

の
仕

様
確

認
)
等

の
確

認
(参

考
：

配
筋

指
針

「
基

礎
」

等
)
 

 
 

 
 

マ
ス

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
※

 
令

7
4 

令
7
5 

q
)
 
打

設
計

画
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
温

度
、

気
温

、
養

生
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
状

態
の

確
認

、
補

修
等

(参
考

：
J
A
S
S
5「

鉄
筋

間
隔

・
あ

き
の

最
小

寸
法

」
等

)
 

 
 

 
 

柱
脚

 
※

 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

r
)
 
露

出
型

柱
脚

 
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
配

置
、

定
着

長
さ

、
形

状
、

断
面

積
、

ナ
ッ

ト
の

戻
り

止
め

、
ベ

ー
ス

プ
レ

ー
ト

の
板

厚
、

孔
径

、
縁

端
距

離
等

 

 
 

 
 

s
)
 
根

巻
き

型
 

 
 根

巻
き

部
分

の
高

さ
、

R
C柱

主
筋

の
本

数
、

形
状

、
帯

筋
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

t
)
 埋

込
み

型
 

 
 埋

込
み

部
分

の
深

さ
、

隅
柱

等
の

補
強

筋
、

鉄
骨

の
か

ぶ
り

厚
さ
 

 
 

 
 

 
 

③柱 

一
般

階
主

筋
 

※
 
令

7
7 

a
)
 
柱

寸
法

、
主

筋
の

径
、

本
数

、
配

置
(
方

向
)
、

偏
心

に
よ

る
補

強
等

の
確

認
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
基

礎
ば

り
」

等
) 

 
 

 
 

※
 
令

7
7 

b
)
 
2段

筋
の

位
置

(間
隔

)の
確

認
(
参

考
：

J
AS

S5「
鉄

筋
間

隔
・

あ

き
の

最
小

寸
法

」
等

)
 

 
 

 
 

最
上

階
主

筋
 

※
 
令

7
3 

c
)
 
柱

頭
鉄

筋
の

止
ま

り
高

さ
、

主
筋

の
出

隅
の

フ
ッ

ク
の

確
認

、

最
上

階
の

主
筋

の
は

り
に

対
す

る
定

着
確

認
(
参

考
：

配
筋

指
針

「
柱

頭
(
最

上
階

)の
配

筋
」

等
)
 

 
 

最
下

階
主

筋
 

※
 
令

7
3 

d
)
 
最

下
階

の
主

筋
の

基
礎

に
対

す
る

定
着

確
認

(
参

考
：

配
筋

指
針

「
柱

脚
(
最

下
階

)の
配

筋
」

等
)  
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告

1
4
6
3 

e
)
 
認

定
、

評
定

品
以

外
の

場
合

の
モ

ル
タ

ル
、

グ
ラ

ウ
ト

材
又

は

ト
ル

ク
確

認
 

 
 

 
 

型
枠

及
び

既
存

打
設

部
分

状
況

確
認

 

※
 
令

3
7 

令
7
9 

f
)
 
型

枠
及

び
支

柱
の

締
付

け
、

清
掃

状
況

確
認

(
参

考
：

J
A
S
S
5

「
型

枠
の

検
査

」
等

)
 

 
 

 
 

※
 
令

3
7 

令
7
9 

告
1
3
7
2 

g
)
 
ジ

ャ
ン

カ
処

理
、

型
枠

等
木

片
撤

去
補

修
確

認
(
参

考
：

J
A
S
S
5

「
不

具
合

と
そ

の
修

理
方

法
の

例
」

等
)
 

 
 

 
 

※
 
令

3
章

8節
 

h
)
 
基

礎
、

柱
、

は
り

、
床

板
、

壁
の

躯
体

寸
法

の
確

認
 

 
 

 
 

※
 
令

7
6 

i
)
 型

枠
支

柱
存

置
期

間
の

確
認

 
 
 

 
 

※
 
令

7
5 

令
7
6 

j
)
 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
後

の
養

生
(
参

考
：

J
AS

S5
「

養
生

」
等

) 
 
 

 
 

※
 
令

7
2 

令
7
4 

k
)
 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

調
合

及
び

圧
縮

強
度

の
確

認
(
参

考
：

J
A
S
S
5

「
養

生
」

等
) 

 
 

 
 

E
X
P
.
J
の

確
認

 
※

 
令

3
6の

4 
1
)
 
位

置
及

び
間

隔
の

確
認

 
 
 

 
 

P
C
a
の

品
質

・
強

度
確

認
等

 
※

 
令

3
章

6節
 

m
)
 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

調
合

及
び

圧
縮

強
度

の
確

認
(
参

考
：

J
A
S
S
5

等
)
 

n
)
 
鉄

筋
の

配
筋

確
認

 

o
)
 
か

ぶ
り

厚
さ

等
の

確
認

(告
示

1
3
7
2号

)
 

p
)
 
寸

法
精

度
の

確
認

 

q
)
 
接

合
及

び
緊

結
の

確
認

等
 

r
)
 
製

品
検

査
結

果
(寸

法
精

度
、

打
ち

込
み

欠
陥

等
)
 

s
)
 
建

方
後

の
部

材
に

つ
い

て
の

構
造

上
支

障
の

あ
る

ひ
び

割
れ

等

の
欠

陥
の

有
無

 

 
 

 
 

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

定
着

及
び

材
料

等
の

確
認

 

※
 
令

8
0の

2

等
 

t
)
 
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
定

着
方

法
の

確
認

、
圧

着

面
の

モ
ル

タ
ル

強
度

等
(
告

示
1
3
2
0
号

) 

u
)
 
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
緊

張
材

料
強

度
の

確
認

(告

示
1
3
2
0号

)
 

v
)
 
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

導
入

時
の

P
C
強

度
の

確
認

 

w
)
 
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

導
入

張
力

の
確

認
 

 
 

 
 

屋
根

ふ
き

材
等

の
緊

結
の

確
認

 
※

 
令

3
9 

告
1
0
9
 

告
7
7
1
 

x
)
 
屋

根
ふ

き
材

、
外

装
材

及
び

屋
外

に
面

す
る

帳
壁

の
構

造
方

法

の
確

認
 

y
)
 
特

定
天

井
の

構
造

方
法

の
確

認
 

z
)
 
特

定
天

井
の

腐
食

、
腐

朽
、

劣
化

等
に

関
す

る
確

認
（

有
効

な

さ
び

止
め

、
防

腐
そ

の
他

の
劣

化
防

止
の

た
め

の
措

置
等

）
 

 
 

建
築

設
備

の
構

造
強

度
の

確
認

 
※

 
令

1
2
9
の

2

の
3
 

告
1
3
8
8 

告
1
3
8
9 

a
a
)
 昇

降
機

の
構

造
方

法
 

a
b
)
 昇

降
機

以
外

の
建

築
設

備
の

構
造

方
法

 

a
c
)
 
屋

上
水

槽
等

（
法

第
20
条

第
１

項
第

１
号

～
第

３
号

に
掲

げ
る

建
築

物
に

設
け

る
も

の
に

限
る

。
）

 

 
 

 
(注

意
)
 確

認
方

法
 

 
 
 
 
 
A：

工
事

現
場

で
目

視
又

は
計

測
機

器
に

よ
り

直
接

確
認

し
た

も
の

 

 
 
 
 
 
B：

報
告

書
に

よ
り

確
認

し
た

も
の

 

 
 
 
 
 
C：

工
場

等
で

検
査

機
器

を
用

い
て

計
測

試
験

し
、

そ
の

結
果

を
工

事
監

理
者

又
は

工
事

施
工

者
が

確
認

し
た

も
の

 

 
 
 
 
 
D：

第
三

者
機

関
等

が
検

査
機

器
を

用
い

て
計

測
試

験
し

、
そ

の
結

果
を

工
事

監
理

者
又

は
工

事
施

工
者

が
確

認
し

た
も

の
 

 
 
 
 
 
E：

工
事

監
理

者
(
構

造
担

当
：

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)が

直
接

確
認

し
た

も
の

 

工
事

監
理

者
及

び
工

事
施

工
者

が
、

A
か

ら
E
ま

で
の

確
認

方
法

を
参

考
に

記
入

す
る

。
ま

た
、

配
筋

工
事

等
の

重
要

項
目

に
つ

い
て

は
、

工
事

監
理

組
織

欄
に

構
造

担
当

者
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
で

、
そ

の
構

造
担

当
者

が
直

接
確

認
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

「
＋

E
」（

記
入

例
 
A
＋

E、

B
＋

E、
B
＋

C＋
E
 ）

と
記

入
す

る
。

 

 
(日

本
産

業
規

格
A
列

4番
)
 

様
式

５
 

 
そ

の
１

 

鉄
骨

工
事

施
工

結
果

報
告

書
 

 
 

鉄骨加工 

工場 

名
称

 
 

 
 

所
在

地
 

 
代

表
者

氏
名
 

 

認
定

番
号

 
種

別
 

有
効

期
限

 
認

定
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

種
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 
有

効
期

限
 

溶
接

管
理

技
術

者
 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 資

格
 

使用鋼材 

鋼
材

種
別
 

(
最

大
板

厚
) 

(
m
m
) 

柱
 

梁
 

そ
の

他
 

S
S 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

S
M 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

S
N 

 
 

 
 

 
 

 
(
 

 
) 

S
T
K
R 

 
 

 
 

 
 

(
  

 
) 

そ
の

他
 

 
(
 

 
)
 
( 

 
) 

S
S 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
 

 
) 

S
M 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
 

 
) 

S
N 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
 

 
) 

そ
の

他
 

 
( 

 
)
 
(
 

 
) 

ダ
イ

ア
フ

ラ
ム

 

(
 

 
)

ベ
ー

ス
プ

レ
ー

ト
 

(
 

 
)

 

工
場

溶
接
 

溶接部の受入検査 

受
入

検
査

機
関

名
 

 
 
  

  
  

  
  

  
 都

登
録

 第
 

 
 

 
号

 C
IW認

定
番

号
 第

 
 

 
 

号
 

受
入

検
査

機
関

の
 

検
査

員
 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
資

格
 

検査項目 

す
み

肉
 

 
□

外
観

検
査

(
V
T
)
 

完
全

溶
込

み
 
 
□

外
観

検
査

(
V
T
)
：

□
表

面
欠

陥
検

査
 □

溶
接

部
の

寸
法

 
□

外
観

形
状

 □
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
□

超
音

波
探

傷
検

査
(
U
T
)
  

ロ
ッ

ト
構

成
 

 
□

各
節

ご
と

 □
製

作
部

位
(
柱

梁
仕

口
接

合
部

、
柱

接
合

部
、

そ
の

他
)ご

と
 

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
3
0
0個

以
下

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
( 

 
 

 
個

)
以

下
 

抜
取

り
方

法
 

 
□

J
AS

S6の
方

法
 □

ロ
ッ

ト
ご

と
一

律
(
 

 
)％

 
□

ロ
ッ

ト
ご

と
一

律
( 

 
)
個

 □
そ

の
他

 

指定事項 

す
み

肉
 

 
初

回
抜

取
り

率
 
 
V
T
( 

 
)
％

以
上

 

 
ロ

ッ
ト

許
容

不
良

率
 
V
T
(
 

 
)％

以
下

 

完
全

溶
込

み
 

 
初

回
抜

取
り

率
 
 
V
T
( 

 
)
％

以
上

 U
T(
 

 
)％

以
上

 

 
ロ

ッ
ト

許
容

不
良

率
 
V
T
(
 

 
)％

以
下

 
U
T
( 

 
)
％

以
下

 

検査結果 

検
査

対
象

 

箇
所

数
 

初
回

抜
取

り
検

査
 

追
加

検
査

 
最

終
検

査
結

果
 

検
査

ロ
ッ

ト
数
 

不
良

ロ
ッ

ト
数
 

合
否

 
検

査
ロ

ッ
ト

数
 

不
良

ロ
ッ

ト
数
 

再
検

査
 

V
T 

U
T
 

V
T
 

U
T 

V
T
 

U
T 

V
T 

U
T
 

V
T 

U
T 

V
T
 

U
T 

合
否

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

不良箇所 
の内容 

 

不良箇所の 

処理内容 

 

入熱・パス間温度 

管理状況 

管理方法 

溶
接

材
料

 
 

パ
ス

間
温

度
管

理
値

 
 

入
熱

量
管

理
値

 
 

手
順

管
理

方
法

 
 

管理 

結果 

パ
ス

間
温

度
 

 

入
熱

量
 

 

手
順

管
理

 
 

内質検査 ※ 

検
査

方
法

  
□

硬
さ

試
験

 □
不

可
逆

性
の

示
温

塗
料

塗
布

 
□

そ
の

他
 

ロ
ッ

ト
構

成
  
□

各
節

ご
と

 □
製

作
部

位
(
柱

梁
仕

口
接

合
部

、
柱

接
合

部
、

そ
の

他
)ご

と
 

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
3
0
0個

以
下

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
( 

 
 

個
)
以

下
 

抜
取

り
方

法
  
□

ロ
ッ

ト
ご

と
一

律
( 

 
)
％

 □
ロ

ッ
ト

ご
と

一
律

(
 

 
)個

 
□

そ
の

他
 

結
果

の
判

定
及

び
処

置
  
 

高力ボルト 

接合 

す
べ

り
係

数
試

験
 

す
べ

り
耐

力
試

験
 結

果
の

判
定

及
び

処
置

 
：

 □
合

 
 
□

否
 

軸
力

導
入

試
験
 結

果
の

判
定

及
び

処
置

 
：

 □
合

 
 
□

否
 

 
※

 高
さ

が
4
5
mを

超
え

る
建

築
物

で
溶

接
す

る
鋼

材
の

板
厚

が
2
5
m
m以

上
の

部
分

又
は

高
さ

が
4
5
m以

下
の

建
築

物
で

溶
接

す
る

鋼
材

の
板

厚
が

4
0m

mを
超

え
る

部
分

に
お

い
て

、
鉄

骨
造

等
の

工
事

に
関

す
る

東
京

都
取

扱
要

綱
に

よ
り

内
質

検
査

を
必

要
と

す
る

場
合

に
実

施
し

た
受

入
検

査
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確
認

項
目
 

確
認

内
容

 
欄

中
の

※
は

法
令

規
定

事
項

で
あ

る
重

要
確

認
項

目
を

示
す

。
 

溶
接

管
理

技
術

者
 

第
三

者
検

査
機

関
 

工
事

施
工

者
 
工

事
監

理
者
 
備

 
考
 

 

 

注
1

 

確
認

方
法

 

注
1

確
認

方
法

 

注
1

確
認

方
法
 

注
1

確
認

方
法
 

Ⅰ報告書審査による確認事項 
(②～⑥は加工工場における作業に対する確認事項) 

①
加

工
工

場
の

選
定

 
 
注

2 
※
 
規

則
1
条

の
3 

建
築

物
の

規
模

等
認

定
の

条
件

に
見

合
っ

た
生

産
能

力
の

有
無

、
溶

接
部

の
受

入
検

査
率

の
確

認
 

 
 

 
 

 

②
鋼

材
の

規
格

品
質

確
認

 

※
 
法

3
7 

a
) 

鋼
材

、
高

力
ボ

ル
ト

セ
ッ

ト
の

規
格

品
質

の
確

認
 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
7 

b
) 

溶
接

材
料

の
規

格
と

鋼
材

の
組

み
合

わ
せ

の
適

否
 

 
 

 
 

 

③
組

立
精

度
の

確
認

 
 
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

開
先

角
度

、
ル

ー
ト

面
、

ル
ー

ト
ギ

ャ
ッ

プ
、

食
違

い
等

組
み

立
て

時
の

鉄
骨

の
精

度
 

 
 

 
 

 

④
製

品
検

査
1
 

 
(
鉄

骨
部

材
の

寸
法

精
度

測
定

)
 

 
 

 
 

鉄
骨

部
材

の
寸

法
精

度
(
参

考
：

J
A
S
S
6
付

則
6鉄

骨
精

度
検

査
基

準
)
 

 
 

 
 

 

⑤
高

力
ボ

ル
ト

接
合

部
の

処
理

 
※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

高
力

ボ
ル

ト
接

合
部

の
摩

擦
接

合
面

の
処

理
、

ボ
ル

ト
孔

の
径

ピ
ッ

チ
・

縁
端

距
離

等
 

 
 

 
 

 

⑥
製

品
検

査
2
 

 
(
溶

接
接

合
部

の
検

査
)
 

※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

外
観

検
査

及
び

超
音

波
探

傷
検

査
の

結
果

確
認

 
(
参

考
：

J
AS

S6
付

則
6
鉄

骨
精

度
検

査
基

準
U
T基

準
)
注

6 

 
 

 
 

 

  Ⅱ現場確認事項 

１全体 

①
加

工
工

場
の

類
別

 
※

 
規

則
1
条

の
3 

表
示

板
又

は
認

定
書

に
よ

る
加

工
工

場
の

類
別

グ
レ

ー
ド

確
認

 

 
 

 
 

 

②
指

定
建

築
材

料
の

品
質

規
格

確
認

 

※
 
法

3
7 

a
) 

鋼
材

等
の

品
質

規
格

証
明

書
と

現
物

の
照

合
 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

b
) 

溶
接

材
料

の
規

格
と

鋼
材

の
組

み
合

わ
せ

の
適

否
 

 
 

 
 

 

③
部

材
の

配
置

 
※
 
令

6
9 

令
3
章

8節
 

柱
、

は
り

、
ブ

レ
ー

ス
、

床
版

等
の

配
置

(
確

認
図

書
と

の
照

合
) 

 
 

 
 

 

④
部

材
の

寸
法

・
形

状
 

※
 
令

3
章

8節
 

柱
、

は
り

、
ブ

レ
ー

ス
、

ダ
イ

ア
フ

ラ
ム

、
床

版
等

の
寸

法
・

形
状

(
確

認
図

書
と

の
照

合
)
 

 
 

 
 

 

⑤
建

て
方

精
度

 
 
 

 
 

架
構

の
建

て
方

精
度

(
参

考
：

JA
SS

6
付

則
6
鉄

骨
精

度
検

査
基

準
) 

 
 

 
 

 

⑥
圧

縮
材

 
※
 
令

6
5 

圧
縮

材
の

有
効

細
長

比
の

確
認

 
 

 
 

 
 

⑦
柱

の
防

火
被

覆
 

※
 
令

7
0 

一
の

柱
の

み
の

火
熱

に
よ

る
耐

力
の

低
下

に
関

す
る

確
認

 

 
 

 
 

 

２溶接接合部 

①
工

場
溶

接
部

分
の

外
観

・
形

状
・

寸
法
 
 

注
3
 

※
 
令

9
2 

 
9
8
 

a
) 

溶
接

継
ぎ

目
の

種
類

(
突

合
せ

溶
接

･
す

み
肉

溶
接

) 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

b
) 

ダ
イ

ア
フ

ラ
ム

と
フ

ラ
ン

ジ
の

ず
れ

 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

c
)
 
突

合
せ

継
手

の
食

違
い

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

d
)
 
ア

ン
ダ

ー
カ

ッ
ト

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

e
)
 
わ

れ
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

f
) 

そ
の

他
の

溶
接

部
の

外
観

・
形

状
(
参

考
：

J
AS

S
6
付

則
6
鉄

骨
精

度
検

査
基

準
)
 

 
 

 
 

 

②
工

事
現

場
溶

接
部

分
の

組
立

精
度

 
注

4 
 
 

令
6
7 

告
1
4
6
4 

開
先

角
度

、
ル

ー
ト

面
、

ル
ー

ト
ギ

ャ
ッ

プ
、

食
違

い
等

組
み

立
て

時
の

鉄
骨

の
精

度
 

 
 

 
 

 

③
工

事
現

場
溶

接
部

分
の

製
品

検
査

 
 
 

令
6
7 

告
1
4
6
4 

外
観

検
査

及
び

超
音

波
探

傷
検

査
結

果
(
参

考
：

J
A
S
S
6
付

則
6
鉄

骨
精

度
検

査
基

準
、

U
T基

準
)
 
 
注

6 

 
 

 
 

 

④
工

事
現

場
溶

接
部

の
外

観
・

形
状

 

※
 
令

3
章

8節
 

a
)
工

事
現

場
溶

接
部

の
部

位
(
確

認
図

書
と

の
照

合
)
 

 
 

 
 

 

※
 
令

9
2 

 
9
8
 

b
)
溶

接
継

ぎ
目

の
種

類
(
突

合
せ

溶
接

・
す

み
肉

溶
接

)
 

 
 

 
 

 

 
※
 
令

6
7 

告
1
4
6
4 

c
)
ダ

イ
ア

フ
ラ

ム
と

フ
ラ

ン
ジ

の
ず

れ
 

 
 

 
 

 

※
 
令

67 
告

1
4
6
4 

d
)突

合
せ

継
手

の
食

違
い

 
 

 
 

 
 

 

 

 
工

 
 

 
 

 
 

事
 

 
 

 
 

 
現

 
 

 
 

 
 

場
 

 
 

 
 

 
溶

 
 

 
 

 
 

接
 

 

溶
接

管
理

技
術

者
 

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資

格
 

溶接部の受入検査 

受
入

検
査

機
関

名
 

 
 
  

  
  

  
  

  
 都

登
録

 第
 

 
 

 
号

 C
IW認

定
番

号
 第

 
 

 
 

号
 

受
入

検
査

受
託

検
査

機
関

の
検

査
員

 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
資

格
 

検査項目 

す
み

肉
 

 
□

外
観

検
査

(
V
T
)
 

完
全

溶
込

み
 
 
□

外
観

検
査

(
V
T
)
：

□
表

面
欠

陥
検

査
 □

溶
接

部
の

寸
法

 
□

外
観

形
状

 □
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
□

超
音

波
探

傷
検

査
(
U
T
)
  

ロ
ッ

ト
構

成
 

 
□

各
節

ご
と

 □
製

作
部

位
(
柱

梁
仕

口
接

合
部

、
柱

接
合

部
、

そ
の

他
)ご

と
 

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
3
0
0個

以
下

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
( 

 
 

 
個

)
以

下
 

抜
取

り
方

法
 

 
□

J
AS

S6の
方

法
 □

ロ
ッ

ト
ご

と
一

律
(
 

 
)％

 
□

ロ
ッ

ト
ご

と
一

律
( 

 
)
個

 □
そ

の
他

 

指定事項 

す
み

肉
 

 
初

回
抜

取
り

率
 
 
V
T
( 

 
)
％

以
上

 

 
ロ

ッ
ト

許
容

不
良

率
 
V
T
(
 

 
)％

以
下

 

完
全

溶
込

み
 

 
初

回
抜

取
り

率
 
 
V
T
( 

 
)
％

以
上

 U
T(
 

 
)％

以
上

 

 
ロ

ッ
ト

許
容

不
良

率
 
V
T
(
 

 
)％

以
下

 
U
T
( 

 
)
％

以
下

 

検査結果 

検
査

対
象

 

箇
所

数
 

初
回

抜
取

り
検

査
 

追
加

検
査

 
最

終
検

査
結

果
 

検
査

ロ
ッ

ト
数
 

不
良

ロ
ッ

ト
数
 

合
否

 
検

査
ロ

ッ
ト

数
 

不
良

ロ
ッ

ト
数
 

再
検

査
 

V
T 

U
T
 

V
T 

U
T 

V
T 

U
T 

V
T 

U
T 

V
T
 

U
T 

V
T
 

U
T 

合
否

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

不良箇所 

の内容 

 

不良箇所の 

処理内容 

 

入熱・パス間温度管理状況 

管理方法 

溶
接

材
料

 
 

パ
ス

間
温

度
管

理
値

 
 

入
熱

量
管

理
値

 
 

手
順

管
理

方
法

 
 

管理 

結果 

パ
ス

間
温

度
 

 

入
熱

量
 

 

手
順

管
理

 
 

内質検査 ※ 

検
査

方
法

  
□

硬
さ

試
験

 □
不

可
逆

性
の

示
温

塗
料

塗
布

 
□

そ
の

他
 

ロ
ッ

ト
構

成
  
□

各
節

ご
と

 □
製

作
部

位
(
柱

梁
仕

口
接

合
部

、
柱

接
合

部
、

そ
の

他
)ご

と
 

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
3
0
0個

以
下

 
□

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
( 

 
 

個
)
以

下
 

抜
取

り
方

法
  
□

ロ
ッ

ト
ご

と
一

律
( 

 
)
％

 □
ロ

ッ
ト

ご
と

一
律

(
 

 
)個

 
□

そ
の

他
 

結
果

の
判

定
及

び
処

置
  
 

 
※

 高
さ

が
4
5
mを

超
え

る
建

築
物

で
溶

接
す

る
鋼

材
の

板
厚

が
2
5
m
m以

上
の

部
分

又
は

高
さ

が
4
5
m
以

下
の

建
築

物
で

溶
接

す
る

鋼
材

の
板

厚
が

4
0m

mを
超

え
る

部
分

に
お

い
て

、
鉄

骨
造

等
の

工
事

に
関

す
る

東
京

都
取

扱
要

綱
に

よ
り

内
質

検
査

を
必

要
と

す
る

場
合

に
実

施
し

た
受

入
検

査
 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

) 
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※
 
令

67 
告

1
4
6
4 

e
)ア

ン
ダ

ー
カ

ッ
ト

 
 

 
 

 
 

 
※
 
令

67 
告

1
4
6
4 

f
)わ

れ
・

内
部

欠
陥

等
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

g
)
そ

の
他

の
溶

接
部

の
外

観
形

状
(
参

考
：

J
A
S
S
6
付

則
6
鉄

骨
精

度
検

査
基

準
)
 

 
 

 
 

 

 

 
 

３高力ボルト 

①
ト

ル
シ

ア
形

高
力

ボ
ル

ト
 

※
 

令
9
2の

2
 

告
1
4
6
4 

a
)
工

事
現

場
受

入
検

査
(
ト

ル
ク

係
数

値
確

認
導

入
張

力
確

認
試

験
)

実
施

状
況

及
び

保
管

状
況

の
確

認
 

 
 

 
 

 

 

※
 

令
6
7 

令
9
2の

2
 

告
1
4
6
4 

b
)
ボ

ル
ト

の
本

数
、

ス
プ

ラ
イ

ス
数

、
摩

擦
接

合
面

の
確

認
 

 
 

 
 

 

注
5 

 

※
 
令

67 
令

6
8 

告
1
4
6
4 

c
)
ボ

ル
ト

の
径

、
孔

径
、

中
心

距
離

、
縁

端
距

離
の

確
認

 

 
 

 
 

 

※
 

令
9
2の

2
 

d
)
締

付
け

状
態

の
確

認
(
肌

す
き

・
ピ

ン
テ

ー
ル

破
断

・
マ

ー
キ

ン
グ

の
状

態
の

確
認

)
 

 
 

 
 

 

②
高

力
六

角
ボ

ル
ト

（
溶

融
亜

鉛
め

っ
き

ボ
ル

ト
）

 

※
 

令
9
2の

2
 

告
1
4
6
4 

告
2
4
6
6 

a
)
締

め
付

け
機

器
の

調
整

、
工

事
現

場
受

入
検

査
(
導

入
張

力
確

認
試

験
)
の

実
施

状
況

の
確

認
 

 
 

 
 

 

※
 
令

67 
令

9
2の

2
 

告
1
4
6
4 

b
)
ボ

ル
ト

の
本

数
、

ス
プ

ラ
イ

ス
数

、
摩

擦
接

合
面

の
確

認
 

 
 

 
 

 

※
 
令

67 
令

6
8 

告
1
4
6
4 

c
)
ボ

ル
ト

の
径

、
孔

径
、

中
心

距
離

、
縁

端
距

離
の

確
認

 

 
 

 
 

 

※
 

令
9
2の

2
 

d
)
締

付
け

状
態

の
確

認
(
肌

す
き

の
有

無
・

マ
ー

キ
ン

グ
の

状
態

の
確

認
)
 

 
 

 
 

 

4
ブ

レ
ー

ス
接

合
部

 
 
 

令
3
章

8節
 

ブ
レ

ー
ス

接
合

部
の

形
式

・
板

厚
・

材
質

・
補

剛
材

等
の

確
認

 
 

 
 

 
 

５柱の脚部の構造方法 

共
通
 

 
 

令
6
6 

柱
脚

接
合

工
法

と
仕

様
の

確
認

(
確

認
図

書
と

の
照

合
)
 

 
 

 
 

 

 

①
露

出
形

式
 

 
在

来
工

法
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

a
)
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
材

質
・

径
・

本
数

と
ナ

ッ
ト

の
高

さ
の

確
認

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

b
)
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
均

等
な

配
置

の
確

認
 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

c
)
座

金
の

使
用

、
ナ

ッ
ト

の
戻

り
止

め
措

置
の

確
認

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

d
)
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
定

着
長

さ
の

確
認

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

e
)
柱

の
最

下
端

の
断

面
積

に
対

す
る

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
全

断
面

積
の

割
合

の
確

認
 

 
 

 
 

 

 

※
 
令

66 
告

1
4
5
6 

f
)ベ

ー
ス

プ
レ

ー
ト

の
厚

さ
の

確
認
 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

g
)
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
径

・
孔

径
・

縁
端

距
離

の
確

認
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

h
)
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
締

め
付

け
状

況
の

確
認

 
 

 
 

 
 

②
露

出
形

式
 

 
既

製
品

 
※

 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

評
定

内
容

に
適

合
し

て
い

る
か

の
確

認
 

 
 

 
 

 

③
根

巻
き

形
式

 

※
 
令

66 
告

1
4
5
6 

a
)根

巻
き

部
分

の
高

さ
の

確
認

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

b
)
根

巻
き

部
分

の
立

ち
上

が
り

主
筋

の
本

数
及

び
そ

の
頂

部
の

か
ぎ

状
架

構
の

確
認

 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

c
)
立

ち
上

が
り

主
筋

の
定

着
長

さ
(
根

巻
き

部
分

・
基

礎
)の

確
認

 
 

 
 

 
 

※
 
令

66 
告

1
4
5
6 

d
)根

巻
き

部
分

の
帯

筋
(
令

7
7
②

③
)
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e
)
ス

タ
ッ

ド
ボ

ル
ト

の
径

・
本

数
・

配
置

・
溶

接
状

況
の

確
認

 
 

 
 

 
 

④
埋

込
み

形
式

 

※
 
令

66 
告

1
4
5
6 

a
)柱

の
埋

込
長

さ
の

確
認

 
 

 
 

 
 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

b
)
側

柱
・

隅
柱

の
U
字

型
補

強
筋

等
に

よ
る

補
強

の
確

認
 

 
 

 
 

 

※
 
令

6
6 

告
1
4
5
6 

c
)
埋

込
部

分
の

鉄
骨

の
か

ぶ
り

厚
さ

の
確

認
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

d
)
ス

タ
ッ

ド
ボ

ル
ト

の
径

・
本

数
・

配
置

・
溶

接
状

況
の

確
認

 

 
 

 
 

 

 

6
 床

ス
ラ

ブ
接

合
部
 

※
 
令

3
章

8節
 

令
8
0の

2
 

a
)床

構
造

の
形

式
 

(
合

成
ス

ラ
ブ

・
 

 
 

 
 

) 
 

 
 

 
 

※
 
令

3
章

8節
 

b
)
シ

ャ
ー

コ
ネ

ク
タ

ー
(
頭

付
き

ス
タ

ッ
ド

等
)
の

施
工

状
況

・
検

査
結

果
の

確
認

 

 
 

 
 

 
 

7
 帳

壁
等

の
接

合
部
 

 
 

 
 

緊
結

金
物

の
取

り
付

け
状

況
の

確
認
 
 

 
 

 
 

 
(注

意
)
 

 
 

 
1
 
確

認
の

方
法

 

 
 
 
 
 
 

A：
工

事
現

場
で

目
視

又
は

検
査

機
器

に
よ

り
確

認
し

た
も

の
 

 
 
 
 
 
 

B
：

報
告

書
に

よ
り

確
認

し
た

も
の

 

 
 
 
 
 
 

C
：

工
場

等
で

検
査

機
器

を
用

い
て

計
測

試
験

し
、

そ
の

結
果

を
工

事
監

理
者

又
は

工
事

施
工

者
が

確
認

し
た

も
の

 

 
 
 
 
 
 

D
：

第
三

者
機

関
等

が
検

査
機

器
を

用
い

て
計

測
試

験
し

、
そ

の
結

果
を

工
事

監
理

者
又

は
工

事
施

工
者

が
確

認
し

た
も

の
 

 
 
 
 
 
 

E
：

工
事

監
理

者
(
 構

造
担

当
：

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)が

直
接

確
認

し
た

も
の

 

工
事

監
理

者
及

び
工

事
施

工
者

が
A
か

ら
Eま

で
の

確
認

方
法

を
参

考
に

記
入

す
る

。
ま

た
、

配
筋

工
事

等
の

重
要

項
目

に
つ

い
て

は
、

工
事

監
理

組

織
図

に
記

載
さ

れ
て

い
る

構
造

担
当

者
が

直
接

確
認

し
た

も
の

は
、
「

＋
E」
（

記
入

例
 A
＋

E、
B
＋

E、
C
＋

E）
と

記
入

す
る

。
 

 
 
 
 
 
2
 
鉄

骨
加

工
工

場
に

つ
い

て
は

、
規

則
第

1条
の

3
に

基
づ

く
大

臣
認

定
制

度
が

あ
る

。
図

書
省

略
を

し
な

い
場

合
は

、
大

臣
認

定
工

場
の

指
定

は
な

い
。
 

 
 
 
 
 
3
 
当

該
工

事
の

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

の
う

ち
、

工
場

で
溶

接
さ

れ
た

部
分

 

 
 
 
 
 
4
 
当

該
工

事
で

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

の
接

合
に

工
事

現
場

溶
接

を
用

い
る

場
合

の
み

記
入

す
る

。
以

下
の

③
及

び
④

も
同

様
 

 
 
 
 
 
5
 
当

該
工

事
で

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

の
接

合
に

用
い

る
高

力
ボ

ル
ト

等
を

選
択

し
て

記
入

す
る

。
 

 
 
 
 
 
6
 
U
T
基

準
：

日
本

建
築

学
会

「
鋼

構
造

建
築

溶
接

部
の

超
音

波
探

傷
検

査
基

準
」

 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
番

)  

 



12令和6年8月5日（月曜日）（第18118号） 東　京　都　公　報
そ

の
２

 

 

使
用

材
料

（
金

 
物

）
 

 

接合金物の種類と規格 

Zマ
ー

ク
金

物
名

又
は
認

定
番
号

 
規

格
・

製
品
名

 
部

位
 

 

Zマ
ー

ク
金

物
名

又
は
認

定
番
号

 
規

格
・

製
品
名

 
部

位
 

ホ
ー

ル
ダ

ウ
ン

金
物

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

か
す

が
い

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

柱
脚

金
物

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

手
違

い
か

す
が

い
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

短
ざ

く
金

物
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

筋
か

い
プ

レ
ー

ト
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

ひ
ら

金
物

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

 
 

 
か

ね
折

り
金

物
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

 
 

 
ひ

ね
り

金
物

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

 
 

 
折

曲
げ

金
物

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

 
 

 
く

ら
金

物
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

 
 

 
か

ど
金

物
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

 
 

 
山

形
プ

レ
ー

ト
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

確
認

図
書

か
ら

の
変

更
の

有
無

 
羽

子
板

ボ
ル

ト
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

 
羽

子
板

パ
イ

プ
 

 
柱

・
梁

・
そ
の

他
 

火
打

金
物

 
 

柱
・

梁
・
そ
の

他
 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
 

 
柱

・
梁

・
そ

の
他
 

木
 

造
 
確

 
認
 

項
 
目

 
報
 

告
 

 

確
認

項
目
 

確
認

内
容
 

工
事

施
工
者
 

工
事

監
理
者
 

 

確
認

方
法
 

確
認

方
法
 

1 
全

体
・

共
通

事
項
 

法
37
 

a
) 

木
材
の

材
質
（

J
AS規

格
等

）
の
確

認
 

 
 

法
37

,令
42
 

b
)
 

鋼
材
（

ア
ン

カ
ー
ボ

ル
ト
等

）
の
材

質
、
形

状
、
寸

法
、
配
置

、
定

着
、
緊

結
状

況
の

確
認
 

 
 

令
49
 

c
) 

防
腐
及

び
防
蟻

措
置
の

確
認
 

 
 

令
3章

8
節

 
d
) 

柱
、
横

架
材
、

筋
か
い

、
土
台

等
の

位
置

の
確

認
 

 
 

令
3章

8
節

 
e
) 

木
材
の

樹
種
、

区
分
、

等
級
、

形
状

、
寸

法
の

確
認
 

 
 

令
3章

8
節

 
f
) 

金
物
の

種
類
、

規
格
、

品
質
、

形
状

、
寸

法
、

緊
結
方

法
･緊

結
状

況
の
確

認
 

 
 

令
3章

8
節

 
g
) 

釘
の
種

類
、
長

さ
の
確

認
 

 
 

2 
在

来
工

法
・

木
造

大
断

面
 

令
41
 

a
) 

構
造
耐

力
上
主

要
な
部

分
の
木

材
の

、
節

、
腐

れ
、
繊

維
の
傾

斜
、
丸

身
等

の
確

認
 

 
 

令
42

,28
告

6
9
0 

b
) 

土
台
と

基
礎
の

緊
結
方
法

(
ホ

ー
ル

ダ
ウ

ン
金

物
の
品

質
、
形

状
、
寸

法
、

位
置

)の
確
認
 

土
台

を
設
け
な

い
場

合
は
、

柱
と
基

礎
の

緊
結

方
法

、
足
固

め
、
だ

ぼ
継
ぎ

の
確

認
 

 
 

令
43
 

c
) 

柱
の
欠

込
み
部

及
び
通

し
柱
に

代
わ

る
管

柱
の

補
強
の

確
認
 

 
 

令
44
 

d
) 

横
架
材

に
構
造

耐
力
上

支
障
の

あ
る

欠
込

み
の

無
い
こ

と
の
確

認
 

 
 

令
45
 

e
) 

筋
か
い

等
の
欠

込
み
部

の
補
強

の
確

認
 

 
 

令
46

,28
告

6
9
1 

f
) 

火
打
ち

材
の
設

置
状
況
、

剛
床

の
確

認
 

 
 

令
46
 

g
) 

小
屋
組

の
形
状

、
寸
法

、
緊
結

方
法

の
確

認
 

 
 

令
46
 

h
) 

小
屋
組

の
火
打

ち
材
、

振
れ
止

め
の

設
置

状
況

等
の
確

認
 

 
 

令
46

,28
告

6
9
1 

i
) 

床
根
太

、
床
梁

、
胴
差
と

の
取

り
合

い
及

び
床

下
地
の

取
り
付

け
の
確

認
 

 
 

令
46

,56
告

1
1
00 

j
) 

構
造
用

合
板
の

緊
結
に
使

用
す

る
く

ぎ
の

種
類

、
ピ
ッ

チ
等
の

確
認
 

 
 

令
47

,12
告

1
4
60 

k
) 

柱
(通

し
柱

、
管
柱

)と
横

架
材
（
梁

、
桁

）
の

緊
結
方

法
(Zマ

ー
ク
表

示
金

物
等

の
仕

様
)

の
確

認
 

 
 

令
47

,12
告

1
4
60 

l
) 

筋
か
い

の
緊
結

方
法

(Z
マ

ー
ク

表
示

金
物

等
の

仕
様

)の
確

認
 

 
 

令
47

,12
告

1
4
60 

m
) 

柱
(通

し
柱

、
管
柱

)
と

土
台
と

の
緊

結
方

法
(Zマ

ー
ク

表
示
金

物
等
の

仕
様

)の
確

認
 

 
 

令
3章

8
節

 
n
) 

柱
(通

し
柱

、
管

柱
)
、
間
柱

、
横
架

材
（

梁
、
桁
）
、
土
台

、
筋

か
い

、
耐
力

壁
(構

造
用
合

板
)、

床
下

地
、

屋
根
地

材
の
種

類
、
品

質
、

形
状

、
寸
法

、
位
置

の
確
認
 

 
 

3 
枠

組
壁

工
法
 

平
成

13
年

告
示

第
1
5
4
0
号

，
第

1
541号

 

a
) 

構
造
耐

力
上
必

要
な
部
分

に
使

用
す

る
枠

組
材

の
品
質

、
寸
法

及
び
配

置
の

確
認
 

 
 

b
) 

構
造
耐
力
上
必
要
な
部
分
に
使
用
す
る
床
材
、
壁
材
及
び
屋
根
下
地
材
の
品
質
及
び
寸
法
の
確
認
 

 
 

c
) 

構
造
耐

力
上
必

要
な
部
分

に
使

用
す

る
釘

及
び

ネ
ジ
の

品
質
及

び
寸
法

の
確

認
 

 
 

d
) 

土
台
、

床
根
太

、
端
根
太

及
び

側
根

太
の

品
質

、
寸
法

及
び
配

置
の
確

認
 

 
 

e
) 

床
の
各

部
材
相

互
及
び
床

の
枠

組
と

土
台

又
は

頭
つ
な

ぎ
と
の

緊
結
の

確
認

 
 

 

f
) 

壁
の
各

部
材
相

互
及
び
壁

と
床

、
頭

つ
な

ぎ
又

は
ま
ぐ

さ
受
け

と
の
緊

結
の

確
認
 

 
 

g
) 

小
屋
組

各
部
材

相
互
及
び

小
屋

組
の

部
材

と
頭

つ
な
ぎ

又
は
屋

根
下
地

と
の

緊
結

の
確

認
 

 
 

4 
混

構
造
 

 
a
)
 

木
造

部
分

と
木

造
以

外
(
 

 
 

造
)
部

分
の

間
の

取
り

付
け

の
確

認
(
取

付
方

法
：

 
 
 

 
) 

 
 

(注
意

)
確

認
方

法
 

 
A：

工
事

現
場
で

目
視

又
は

検
査
機

器
に
よ

り
確
認

し
た

も
の
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
B：

報
告

に
よ
り

確
認

し
た

も
の
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
C：

工
場

等
で
検

査
機

器
を

用
い
て

計
測
試

験
し
、

そ
の

結
果

を
工

事
監
理

者
又
は

工
事
施

工
者

が
確

認
し

た
も
の
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
D：

第
三

者
機
関

等
が

検
査

機
器
を

用
い
て

計
測
試

験
し

、
そ

の
結

果
を
工

事
監
理

者
又
は

工
事

施
工

者
が

確
認
し

た
も
の
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
E：

工
事

監
理
者

( 
構

造
担
当

：
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

)
が

直
接
確

認
し

た
も

の
 

工
事

監
理

者
及

び
工

事
施
工
者

が
A
か

ら
Eま

で
の

確
認

方
法

を
参

考
に

記
入
す

る
。

ま
た

、
配

筋
工

事
等

の
重

要
項
目

に
つ

い
て

は
、

工
事

監
理

組
織

図
に

記
載
さ
れ

て
い

る
構
造

担
当
者

が
直

接
確

認
し

た
も
の

は
、
「

＋
E」
（

記
入

例
 

A＋
E、

B
＋

E、
C＋

E）
と
記

入
す

る
。
 (日

本
産

業
規
格

A列
4番

)
 

 

様
式

６
 

 
そ

の
１

 

木
工

事
施

工
結

果
報

告
書

 
使

用
材

料
（
木

 
材

）
 

木材（軸組工法等） 

部
位
 

樹
種
 

材
料
 

区
分

/等
級
 

変
更

の
 

有
無
 

適
・

否
 

土
台
 

 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無
 

適
・
否

 

柱
①

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
機

械
等

級
区

分
製

材
 

化
粧

ば
り

構
造

用
集

成
柱

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)構
成

集
成

材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
 

 E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 

有
・

無
 

適
・
否

 

柱
②

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
機

械
等

級
区

分
製

材
 

化
粧

ば
り

構
造

用
集

成
柱

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)構
成

集
成

材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
 E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 

有
・

無
 

適
・
否

 

柱
③

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)  

 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
機

械
等

級
区

分
製

材
 

化
粧

ば
り

構
造

用
集

成
柱

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)構
成

集
成

材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
 E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 

有
・

無
 

適
・
否

 

横
架

材
①

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)  

 
目

視
等

級
区

分
製

材
 

機
械

等
級

区
分

製
材

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)構
成

集
成

材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無
 

適
・
否

 

横
架

材
②

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 
 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無
 

適
・
否

 

横
架

材
③

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)  

 
目

視
等

級
区

分
製

材
 

機
械

等
級

区
分

製
材

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)構
成

集
成

材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級
・

2
級
・

3級
 

E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無
 

適
・
否

 

そ
の

他
①

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)  

 
目

視
等

級
区

分
製

材
 

機
械

等
級

区
分

製
材

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)構
成

集
成

材
 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級

・
2級

・3
級

 
E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無
 

適
・
否

 

そ
の

他
②

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 
目

視
等

級
区

分
製

材
 

機
械

等
級

区
分

製
材

 
( 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級

・
2級

・3
級

 
E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無
 

適
・
否

 

そ
の

他
③

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 
目

視
等

級
区

分
製

材
 

機
械

等
級

区
分

製
材

 
( 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

・乙
種

 
/
 

1
級

・
2級

・3
級

 
E
( 

 
 

) 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

) 
有

・
無

 
適
・
否

 

面
材

①
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)  
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
)合

板
 

Ａ
種

・B
種

 
構

造
用

単
板

積
層

材
 

 
1
級

・2
級

 
/
 

特
類

・
1類

・2
類

 
( 

 
 

)E
 

/
 

特
級

・
一

級
・
二

級
 

 
( 

 
 

)Ｖ
 

-
 

( 
 

)Ｈ
 

/
 

( 
 

)Ｂ
 

有
・

無
 

適
・
否

 

面
材

②
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)  
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
)合

板
 

Ａ
種

・B
種

 
構

造
用

単
板

積
層

材
 

 
1
級

・2
級

 
/
 

特
類

・
1類

・2
類

 
( 

 
 

)E
 

/
 

特
級

・
一

級
・
二

級
 

 
( 

 
 

)V
 

-
 

( 
 

)H
 

/
 

( 
 

)B
 

有
・

無
 

適
・
否

 

使
用

材
料

に
関

す
る

所
見

 
 

※
「
材

料
」の

目
視

等
級

区
分

製
材

、
機

械
等

級
区

分
製

材
、

化
粧

ば
り

構
造

用
集

成
柱

は
該

当
す

る
も

の
を

〇
で

囲
む

。
 

※
「
材

料
」の

構
成

集
成

材
の

( 
 

 
)内

に
は

、
「
同

一
等

級
」
、

「
対

称
異

等
級

」
、

「
特

定
対

称
異

等
級

」
、

「
非

対
称

異
等

級
」
等

の
区

分
を

記
入

す
る

。
 

※
「
材

料
」の

合
板

の
( 

 
 

)内
に

は
、

「普
通

」
、

「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
型

枠
用

」
、

「
構

造
用

」
、

「化
粧

ば
り

構
造

用
」
、

「
天

然
木

化
粧

」
、

「特
殊

加
工

化
粧

」
等

の
種

類
を

記
入

す
る

。
 

※
「
区

分
/等

級
」
は

、
該

当
す

る
も

の
を

〇
で

囲
み

、
( 

 
 

)内
に

は
強

度
等

級
等

を
記

入
す

る
。

 

木材（枠組壁工法等） 

部
位

 
樹

種
 

材
料

 
区

分
/
等

級
 

寸
法

型
式

 
変

更
の

 
有

無
 

適
・

否
 

 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
 機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

 
/
 

特
級

・1
級

・
2級

・3
級

 
乙

種
 

/
 

ｺ
ﾝ

ｽ
ﾄﾗ

ｸ
ｼ

ｮﾝ
・ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾀ
ﾞｰ

ﾄﾞ・
ﾕ

ｰ
ﾃ

ｨﾘﾃ
ｨ 

た
て

枠
用

た
て

継
ぎ

材
 

M
S
R
等

級
 

/
 

( 
 

 
)F

b
 

-
 

( 
 

 
)E

 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

 
) 

 
有

・
無

 
適
・
否

 

 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
 機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

 
/
 

特
級

・1
級

・
2級

・3
級

 
乙

種
 

/
 

ｺ
ﾝ

ｽ
ﾄﾗ

ｸ
ｼ

ｮﾝ
・ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾀ
ﾞｰ

ﾄﾞ・
ﾕ

ｰ
ﾃ

ｨﾘﾃ
ｨ 

た
て

枠
用

た
て

継
ぎ

材
 

M
S
R
等

級
 

/
 

( 
 

 
)F

b
 

-
 

( 
 

 
)E

 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

 
) 

 
有

・
無

 
適
・
否

 

 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
 機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

 
/
 

特
級

・1
級

・
2級

・3
級

 
乙

種
 

/
 

ｺ
ﾝ

ｽ
ﾄﾗ

ｸ
ｼ

ｮﾝ
・ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾀ
ﾞｰ

ﾄﾞ・
ﾕ

ｰ
ﾃ

ｨﾘﾃ
ｨ 

た
て

枠
用

た
て

継
ぎ

材
 

M
S
R
等

級
 

/
 

( 
 

 
)F

b
 

-
 

( 
 

 
)E

 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

 
) 

 
有

・
無

 
適
・
否

 

 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
 機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

 
/
 

特
級

・1
級

・
2級

・3
級

 
乙

種
 

/
 

ｺ
ﾝ

ｽ
ﾄﾗ

ｸ
ｼ

ｮﾝ
・ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾀ
ﾞｰ

ﾄﾞ・
ﾕ

ｰ
ﾃ

ｨﾘﾃ
ｨ 

た
て

枠
用

た
て

継
ぎ

材
 

M
S
R
等

級
 

/
 

( 
 

 
)F

b
 

-
 

( 
 

 
)E

 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

 
) 

 
有

・
無

 
適
・
否

 

 
 

目
視

等
級

区
分

製
材

 
 機

械
等

級
区

分
製

材
 

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)構

成
集

成
材

 

甲
種

 
/
 

特
級

・1
級

・
2級

・3
級

 
乙

種
 

/
 

ｺ
ﾝ

ｽ
ﾄﾗ

ｸ
ｼ

ｮﾝ
・ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾀ
ﾞｰ

ﾄﾞ・
ﾕ

ｰ
ﾃ

ｨﾘﾃ
ｨ 

た
て

枠
用

た
て

継
ぎ

材
 

M
S
R
等

級
 

/
 

( 
 

 
)F

b
 

-
 

( 
 

 
)E

 
E
( 

 
 

) 
-
 

F
( 

 
 

 
) 

 
有

・
無

 
適
・
否

 

面
材

 
 

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

)合
板

 
Ａ

種
・B

種
 

構
造

用
単

板
積

層
材

 

1
級

・
2級

 
/
 

特
類

・1
類

・
2類

 
( 

 
 

)E
 

/
 

特
級

・
一

級
・
二

級
 

 
( 

 
 

)V
 

-
 

( 
 

)H
 

/
 

( 
 

)B
 

 
有

・
無

 
適
・
否

 

使
用

材
料

に
関

す
る

所
見

 
  

※
「

樹
種
」
に

は
、

①
DF
ir
-L、

②
He
m
-Ta

m、
③

He
m-
Fi
r、

④
SP

F/S
pr
u
c
e-
Pi
n
e-F

ir、
⑤
W C

eda
r、

⑥
SY
P、

⑦
JSⅠ

、
⑧

JSⅡ
、

⑨
JSⅢ

の
別
を
番
号

で
記

入
す

る
。
 

※
「

材
料
」
の

目
視

等
級
区

分
製
材

、
機

械
等

級
区

分
製
材

は
該
当

す
る
も

の
を

〇
で

囲
む

。
 

※
「

区
分

/等
級

」
は
、

該
当
す

る
も
の

を
〇

で
囲

み
、

( 
 

 
)内

に
は

M
SR級

を
記

入
す
る

。
 

※
「

寸
法
型
式

」
に

は
、

10
4、

106
、

2
0
3、

20
4、

20
5、

2
06、

20
8、

2
10、

2
12、

3
0
4
、

306、
4
04
、

40
5、

406
、

4
0
8の

別
を

記
入

す
る
。
 

(注
意

)
 
 
1 

「
変

更
の

有
無

」
は

、
確
認

図
書

か
ら

の
変
更

の
有
無

を
記
入

し
、
"あ

り
"
の

場
合
は

、
使

用
材

料
に
関
す

る
所

見
欄

に
そ
の

内
容
の

ほ
か
法

適
合

の
状

況
や

見

解
を

記
入
し
所

定
の

手
続
き

を
行
う

。
 

2 
丸

太
組

構
法

、
CLT

パ
ネ

ル
工
法

の
場

合
は

、
主

要
木
材

一
覧
を

別
途
作

成
す

る
。
 

(日
本

産
業

規
格

A列
4番

)
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様
式
六
の
二
か
ら
様
式
十
一
ま
で
を
削
る
。

　
　

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
北
区
赤
羽
二
丁

目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

別図別図

起点

北
82度61分42秒

　格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引

　いた線並びにこれらと平行して１０ｍ間隔で引いた線により

　構成されている格子を、起点を中心として、右回りに回転さ

　せた角度を示す。

【起点】
　起点は、北区赤羽二丁目1番4の最北端とする。

【格子の回転角度（８２度６１分４２秒）】

　格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引

　いた線並びにこれらと平行して１０ｍ間隔で引いた線により

　構成されている格子を、起点を中心として、右回りに回転さ

　せた角度を示す。

【起点】

形質変更時要届出区域

凡 例

敷 地 境 界

筆 境 界

単 位 区 画 

北区赤羽二丁目1番33

1番38

1番4
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
墨
田
区
東
向
島

三
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

別 図

敷地境界

【凡例】

単位区画

形質変更時要届出区域

【格子の回転角度（13度9分32秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びに

これらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成されている格子を、起点を

中心として、右回りに回転させた角度を示す。

起点は、墨田区東向島三丁目221番1の最北端とする。

【起点】

13度9分32秒

起点

墨田区東向島三丁目221番1
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
五

号
及
び
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
二
百
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区

域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
港
区
三
田
一
丁
目

地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

セ
レ
ン
及
び

そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化

合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四　

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

8度57分51秒

32度14分6秒

6度36分21秒
10度19分23秒

89度30分50秒
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３番 ３番

３番
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３番
６８

３番
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３番
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３番５３
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５番１５

３番２５

５番

１１２

５番２４

５番１２５

５番

１２８

５番

１２７
５番

１２６

５番

１９

５番

２０

５番

２１

５番

２２

５番

１１１

５番

１２２

５番

１２１

５番１７

５番

１６
５番

１４

５番

１０

５番

１３１

５番

１１７

５番

１１

５番

１１５

２５番

１５

６番

１５

３番

３番

４番６

４番５

３番８９

３番８８

３番１１

３番８６

１２９番１

５番４７

３番８５

３番５

３番８４

３番４
１２７番９

３番５６

３番５７

５番５

５番１３９

５番１４０

５番１４１

５番１３８

５番１３２

５番１３３

５番１３７

５番１４４

５番１０３

５番１０６

５番２５

５番
１２９

５番１３０

２５番２０

３番８３

５番１３６

５番１３５

５番２７

５番１３４

５番１２０

５番１１９

５番２

１２８番１

１２７番６

５番４８
５番４９

港区三田一丁目

３番８２

特別区道第716号線

特別区道第1022号線

特別区道第261号線

北

北 北

北
北

北

北

起点6

起点7

起点9

起点8

起点12

起点11

起点10

【凡例】

：筆境界

：形質変更時要届出区域
 (令和5年東京都告示第1225号で指定した区域)

：単位区画

：敷地境界

：形質変更時要届出区域
５番４６

５番４５

起点14

起点15

起点13

起点17

起点18

起点16 別図別図

起点1：3度54分14秒

起点2：85度40分43秒

起点3：5度17分2秒

起点4：4度45分54秒

起点5：15度8分37秒

起点6：5度47分4秒

地点名 X座標 Y座標

起点7

起点8

起点10

起点11

-38348.401 -8565.120

-38353.476

-38378.122

-38431.175

-8602.030

-8594.515

-8619.712

起点7：6度53分41秒

起点8：6度52分7秒

起点9：7度17分40秒

起点10：9度50分38秒

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向

に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線

により構成されている格子を、起点を中心として、右回

りに回転させた角度を示す。

起点11：11度24分44秒

起点12：8度54分59秒

-38426.862 -8583.157

-38421.197 -8600.650

地点名 X座標 Y座標

起点1

起点2

起点3

起点4

起点5

-38309.847 -8600.965

-38323.459

-38322.475

-38322.992

-38385.146

-8630.231

-8611.835

-8605.917

-8656.269

【起点】座標値一覧

起点6

起点12

起点13 -38394.226 -8585.821

-38394.701 -8582.216起点14

起点15 -38393.265 -8572.813

起点13：6度39分18秒

起点14：6度36分21秒

起点15：10度19分23秒

 (令和6年東京都告示第219号で指定した区域)

※起点の座標は、測量法（昭和24年法律第188号）の規定により、世界測地系座標計算によっ
て作成した。

起点9 -38376.678 -8605.801

起点16 -38252.541 -8631.881

起点17 -38385.965 -8572.553

起点18 -38405.694 -8661.385

起点16：89度30分50秒

起点17：32度14分6秒

起点18：8度57分51秒

：形質変更時要届出区域
 (令和6年東京都告示第714号で指定した区域)

【格子の回転角度】

北

北
北

北

北

北

：指定を解除する区域
起点５

起点２

起点３
起点４

起点１

７

３８
４０

３５

北

北

北

５０

３番 ３番 ３番

４９ ４８ ４７

６６
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６５

３番
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３番
６３

３番
６２

７６
７７

３番
７８

２

５番
９７

５
番
９
６

５
番
９
５

５番
９３９４

５番
９１

５番
９０

５番
８９

５番
８８

５番
８７

５番
８６

５番
８５

５番
８２

５番
８１５番

７９
５番
７７

５番
７６５番

７５
５番
７４

５番
７３

５番
７２

５番

７０

５番

７１
５番
６９

５番
６８

５番
６７

５番
６６

５番
６５

５番
６４

５番
６３

５番
６２

北

５番
５７

５番５０

５番５６

５番

４４

５番

４３

５番

４２

５番

４１

５番

４０
５番

１１３
５番

３９
５番

３７
５番

３６

５番

３１

５番

３０

５番

２９

３番２１

３番３

6度39分18秒

２秒

１４秒

４３秒

5度47分4秒

6度53分41秒

6度52分7秒
7度17分40秒

9度50分38秒

11度24分44秒8度54分59秒

3度54分

4度45分54秒
5度17分

85度40分

15度8分37秒
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令
和
六
年
八
月
五
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

武
蔵
村
山
市
岸
三
丁
目
十
三
番
八

及
び
十
四
番
九

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
一
丁
目

十
二
番
地
一

有
限
会
社
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｉ
．
Ｃ
Ｏ

　

代
表
取
締
役　

井
上　

耕
一

武
蔵
村
山
市
三
ツ
藤
一
丁
目
六
番

一
の
一
部
（
第
一
工
区
）

立
川
市
泉
町
九
百
三
十
五
番
地

の
二
十
八

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

　

支
配
人　
　
　

稲
村　

敏
伸

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
第
五
項
中
「
、
東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速

電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
」
を
「
及
び
東
京
都
電
車
、

乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東

日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規

程
」
に
改
め
、
「
及
び
東
京
都
交
通
局
と
関
東
の
鉄
道
会
社
等
と
の

企
画
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
交
通
局
規
程

第
十
六
号
）
に
基
づ
い
て
発
売
し
た
乗
車
券
」
を
削
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
八
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

五
〇

六
、
六
〇
〇


